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１.はじめに 

○ 労働契約法の一部を改正する法律（平成 24 年法律第 56 号）附則３項にお

いては、同法施行後８年を経過した場合において、改正後の労働契約法（平成

19 年法律第 128 号）18 条の規定に基づく無期転換ルールについて、「その施

行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基

づいて必要な措置を講ずるもの」とされている。 

○ また、勤務地限定正社員や職務限定正社員等の多様な正社員は、無期転換ル

ールによって無期雇用となった社員の重要な受け皿の１つとして期待される

ところ、規制改革実施計画（令和元年６月閣議決定）において、令和２年度中

に多様な正社員の雇用ルールの明確化について検討を開始することとされて

いる。 

○ このため、無期転換ルールに関する見直しと多様な正社員の雇用ルールの

明確化（以下「労働契約関係の明確化」という。）等について検討を行うこと

を目的として、令和３年３月以降、「多様化する労働契約のルールに関する検

討会」（以下「本検討会」という。）を開催し、13 回にわたって検討を行って

きた。検討に当たっては、企業及び労働者を対象とした実態調査を行うととも

に、労使その他の関係者からのヒアリングを行った。これらの実態等を踏まえ

て、議論を重ね、今般その議論の成果を報告書として取りまとめた。 

○ 本検討会としては、今後、本報告書を受けて、無期転換ルールに関する見

直しと多様な正社員をはじめとした労働契約関係の明確化等についての議論

が更に深められることを期待するものである。  
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２.無期転換ルールに関する見直しについて 

（１）総論 

ⅰ 無期転換ルールの活用状況 

〇 日本の雇用は長期雇用システムを基本としつつも、企業の競争激化等を背

景に、「雇用の調整を弾力的に行う」「人件費の削減」等のため有期契約労働者

が増加していた中、平成 20 年末以降に雇用情勢が急激に悪化したことによる

雇止めなど有期契約労働者の「雇用不安」が大きな問題となった。また、有期

契約労働者は、雇止めへの不安から労働条件改善や権利行使の主張が困難と

なるなどの現状や待遇の低さも指摘されていた。こうした状況を踏まえ、有期

契約労働者の雇用の安定等のための有期労働契約法制整備の一つとして、無

期転換ルール1が制度化された。 

〇 常用労働者５人以上の事業所において、平成 30 年度及び平成 31 年度に無

期転換ルールにより無期転換した労働者は、約 118 万人と推計される2等、無

期転換ルールにより雇用安定が一定程度図られたと言える。 

ヒアリングの中では、無期転換ルール導入の効果として、企業側から社員の

安心感や定着率の向上につながっている点等が挙げられたほか、労働者側から

雇用が安定する点、無期労働契約になったことで様々なキャリアを展開できる

点等が挙げられた。 

○ 他方、無期転換申込権が生じた者のうち、無期転換を申し込んだものは約３

割である等、権利を行使していない労働者も多く、制度が必ずしも十分に活用

されていないことを窺わせる実態も見受けられる3。無期転換ルールに関して

内容について知っていることがある者の割合は、有期契約労働者のうち約４

割4にとどまっており、こうした制度の不知は現在の活用状況の一因と考えら

                                                      
1 この報告書を通じて、「無期転換ルール」とは、労働契約法 18 条に規定する無期転換ルールのこと
である。また、この報告書を通じて、特に断りがない限り、「無期転換」は、無期転換ルールによる無
期転換を指し、断りを入れた箇所においては、有期労働契約から無期労働契約（正社員含む。）へ移行
すること（企業独自の制度による無期転換を含む。）を指すものとする。 
2 「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）から推計。なお、企業
独自の無期転換制度等で無期転換した人も含めれば、約 158 万人と推計される。景気変動等の影響も
あり無期転換ルールの影響度合いは明確には言えないが、総務省統計局「労働力調査結果（基本集計）」
によれば、有期契約労働者数（括弧内は役員を除く雇用者数を分母とした有期契約労働者の割合）は、
平成 30 年４月時点で 1651 万人（29.6％）のところ、令和２年４月時点で 1426 万人（25.5％）であ
った。 
3 「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）。なお、同調査において、
無期転換申込権が生じた者のうち、無期転換の申込みをせずに継続して雇用されている者の割合は
65.5％であった。 
4 「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）。 
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れる。 

その他、無期転換申込権が生じた労働者がいる事業所のうち実際に権利を行

使した労働者がいるのは４割弱であり、労働者の権利行使の有無は、事業所に

よって偏っている可能性がある。また、企業規模による状況の相違5にも注意

する必要がある。 

○ また、そもそも無期転換ルールの目的は有期契約労働者の雇用の安定であ

り、法制度上必ずしも労働条件の改善を求められているものではないところ、

多くの無期転換者の契約期間以外の労働条件は有期労働契約時と変わらない

が、無期転換の後に正社員として登用される者も一定数存在する6。 

〇 以上とも関連して、企業においては、労働契約法上の要件に従って実施され

ている法律上の無期転換制度に加えて、企業独自の無期転換制度が設けられ

ている場合も少なくなく、後者においては、一定の選抜を行ったり、他方で転

換に要する期間を短縮したりする一方で、無期転換後の待遇や責任等も従前

とは異なるなど、正社員登用としての色彩が強まるなどの特色も見受けられ

る7。 

 

ⅱ 有期労働契約をはじめとした雇用への影響 

○ 個人調査8によれば、労働者側において無期転換を希望する理由は、雇用不

安がなくなるから、長期的なキャリア形成の見通しや将来的な生活設計が立

てやすくなるから、という回答が多くなっており、無期転換は、長期雇用を希

望する有期契約労働者にとって、無期転換ルール導入の目的である「雇用の安

定」に一定の効果が見られる。 

〇 制度導入以降、我が国の経済は景気回復局面で雇用情勢も改善傾向にあっ

た一方、直近では新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、対人サービス業を中

                                                      
5 「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）では、無期転換ルール
により無期転換申込権が生じた人がいる事業所のうち、無期転換を申込む権利を行使した人がいる事
業所の割合は、1,000 人以上規模で最も高く 57.7％、５～29 人規模で最も低く 18.6％であった。 
6 「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）によれば、無期転換ル
ールにより無期転換を申し込む権利を行使して無期転換した人の 9.2％が正社員（限定正社員は含ま
れない。）となっている。 
7 「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）における独自の無期転換
制度の内容（複数回答）としては、「無期転換ルールの５年よりも早期に無期転換できる独自の制度
がある」が７割弱、「期間を問わず業績などに応じて無期転換できる独自の制度がある」が３割超で
あった。また、同調査において、独自の無期転換制度等による無期転換者のうち 66.9％が正社員であ
った。 
8 「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）。 
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心に雇用への影響もみられるところ、そうした景気変動の下で「雇用の安定」

を図る無期転換ルールへの労働者の期待は高まっていくのではないかとの意

見もあった。 

○ 他方、有期契約労働者のうち無期転換を希望しない者が一定数を占める9等、

有期雇用のまま働き続けたい者もいることが見受けられ、その理由として業

務内容の拡大・責任の増加・全国転勤等を避けたいという声がヒアリングで把

握された。この点について、労働者が希望する無期転換後の労働条件と各社の

無期転換制度にギャップがある可能性や、労働者が自社の無期転換制度を正

確に把握出来ていないがために無期転換を希望していない可能性があること

にも留意が必要と考えられる。 

〇 企業の対応や運用の実態についてみると、最初から期間を定めずに採用す

る企業、１回目の契約更新時に自動的に無期転換する企業、通算５年より前に

無期契約社員に登用する企業独自の制度を設ける企業、無期転換ルールに沿っ

て対応する企業、通算５年の更新上限（更新年限や更新回数の上限をいう。以

下同じ。）を設ける企業と様々であるが、無期転換ルールによって、「５年」が、

企業が有期雇用の活用について判断をするための明確な「区切り」としての効

果を持つという指摘もあった。 

〇 当初は無期転換ルール導入による雇止めの誘発が懸念されていたところ、

更新上限の導入は無期転換ルール導入前と比べて今のところ大きく増加はし

ていない10が、今後も引き続き注視することが必要である。また、法の趣旨に

照らして望ましくない雇止めがされた事例や、無期転換の権利行使を抑止す

る事例等も見られたことを踏まえ、有期労働契約の濫用的な利用を抑制し、雇

用の安定を図るという制度趣旨を踏まえた権利行使の実効性確保・紛争の未

然防止の観点からの検討が必要である。 

 

ⅲ 日本の雇用・労働環境の現状と無期転換ルールに関する見直し検討の重要

性 

〇 制度検討時から、中長期的には労働力人口の低下が見込まれることから、日

本経済の維持発展のためには労働者の能力向上・発揮及び幅広い人材活用が

必須であり、また、労働者の充実した職業生活のためにも、有期契約労働者の

公正な処遇の下での職業能力形成の重要性が指摘されていた。 

                                                      
9 「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）における有期契約労働者
の無期転換希望状況は、希望する 18.9％、希望しない 22.6％、分からない 53.6％であった。 
10 有期契約労働者の勤続年数の上限を設定している事業所の割合は、「有期労働契約に関する実態調
査（事業所）」（平成 23 年７月１日調査時点）においては 12.3％、「有期労働契約に関する実態調査
（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）においては 14.2％であった。 
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〇 無期転換ルール導入後も、一時的な景気変動の時期を除いては、企業の人手

不足はますます深刻化し、多様な人材の労働参加や労働者の能力向上・発揮が

一層求められている。そのための環境整備として、労働者の希望・特性に応じ

た就業形態の整備や、正社員化や公正な待遇の確保が推進されている。更に、

多様な人材が活用される中、ワーク・ライフ・バランスの確保や労働者による

自律的なキャリア形成も重視されてきている。なお、高度な専門的知識等を有

する有期雇用労働者及び定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者が、そ

の能力を有効に発揮し、活力ある社会を実現できるよう、無期転換ルールに関

する特例が設けられている。 

○ 無期転換により雇用の安定性が増す結果、企業による教育訓練も含めた継

続的な能力形成も容易になるほか、雇止めの不安がない状態で使用者と労働

条件等について交渉することが可能になる11と考えられることから、無期転換

ルールは労働者の能力向上・発揮、処遇改善ひいては正社員に向けたステップ

アップにもつながるものと考えられる。 

〇 こうした状況を踏まえ、無期転換ルールも、労働者のキャリア形成、多様な

人材活用に資する方向で、労働者、使用者に一層活用されるよう促していくこ

とが適当である。具体的には、無期転換後の労働条件や人事制度等（キャリア

コースや教育訓練制度を含む。）のあり方を企業において労使で情報共有し、

議論を深めつつ確認、協議することを促すことが考えられる。 

 

ⅳ 無期転換ルールに関する見直しの検討に際しての基本的な考え方 

〇 前記２（１）ⅰ～ⅲを踏まえると、現時点で無期転換ルールを根幹から見直

さなければならないような大きな問題が生じている状況ではないが、制度の

本来の目的や機能である「有期労働契約の濫用的な利用を抑制し労働者の雇

用の安定を図る」12ことがより適切に実現されるための対応を行う必要がある。 

〇 このために、個々の企業の実情に応じた有期労働契約や無期転換制度の活

用方法について、各企業の全体的な人事管理制度等における位置づけも踏ま

えた上で、労使双方が理解し適切な判断ができるように、無期転換制度の明確

化をはじめ円滑な活用の促進を図っていくことが適当である。具体的には、 

・ 無期転換申込権が発生していても行使しない有期契約労働者の割合が多

いこと、また、無期転換ルール自体を知らない労働者も多いことから、労働

者がこの制度を知り正しく理解した上で、無期転換申込権を有する者のうち、

                                                      
11 ヒアリングの中では、交渉にあたっては、個別的労使関係のみならず、集団的労使関係が重要との
指摘があった。 
12 「労働契約法の施行について」（平成 24 年８月 10 日基発 0810 第２号）。 
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無期転換を希望する者が確実に権利行使できるような方策を検討すること

が適当であるほか、 

・ 無期転換をめぐる紛争の未然防止や無期転換後の労働条件の明確化等に

関する方策を検討することが適当である。 

そうした無期転換ルールの円滑な活用の促進を図るにあたって、各企業にお

ける有期労働契約や無期転換制度の活用方法について、労働市場に対しても積

極的に情報を開示することが長期継続して働きたい人材の確保につながるほ

か、労使の間で情報を共有することが納得感の醸成につながると考えられるた

め、これらの取組を促進することが重要である。この点は企業の人事制度の設

計や運用全体にも関わりうるため、労使間の情報共有は、無期転換前後の個々

の労働者との間だけでなく、その他の労働者を含めた労使全体でもなされるよ

うに促すことが望ましい。 

○ こうした問題意識の下、次の６つの各論について検討することとした。 

 ・ 無期転換を希望する労働者の転換申込機会の確保 

 ・ 無期転換前の雇止め等 

 ・ 通算契約期間及びクーリング期間 

 ・ 無期転換後の労働条件 

 ・ 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法（平成 26 年

法律第 137 号。以下「有期雇用特別措置法」という。）の活用状況 

 ・ 労使コミュニケーション13 

  このうち、労使コミュニケーションについては、多様な正社員の労働契約関

係の明確化等においても類似の論点設定があったことから、まとめて後述す

ることとする。 

○ なお、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平成 20 年法

律第 63 号）や大学の教員等の任期に関する法律（平成９年法律第 82 号）にお

いて、研究者等に対して無期転換ルールの通算期間の５年を 10 年とする特例

が規定されているが、当該特例を設けた研究開発システムの改革の推進等に

よる研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大

学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 99

号）の附則に、国は研究者等の雇用の在り方について検討を行う旨の規定が定

められている。 

この特例については、特例対象の研究者等に無期転換ルールが適用される施

                                                      
13 本報告書における労使コミュニケーションは、労働者と使用者が意思疎通を図ること全般を意味す
るものとし、専ら課題解決を目的とする組織や会議での労使の交渉や協議のほか、労使の意見交換、
意見収集、情報共有等を念頭に置いている。 
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行後 10 年を超過した後、適切な時期に、その実態等を踏まえて研究者等の雇

用の在り方と併せて検討されるものである。 

○ また、現時点で無期転換ルールを根幹から見直す必要性は生じてはいない

としても、今後、無期転換ルールが更に活用されるに当たって、制度の認知度、

転換権行使の割合とその理由、更新上限設定の状況、有期雇用の活用状況、転

換後の企業内での雇用管理の状況などを引き続き注視するべきであり、必要

に応じて無期転換ルールに関する見直しについて改めて検討する機会が設け

られることが適当であろう。 

 

（２）無期転換を希望する労働者の転換申込機会の確保 

ⅰ 労使の制度認知の状況と更なる周知について 

〇 有期契約労働者のうち、無期転換ルールに関して内容について知っている

ことがある者は約４割にとどまる（これらの労働者の無期転換に関する情報

入手ルートは勤務先が５割超と最も多くなっている）14。また、自らの無期転

換申込権が発生しているかどうかが分からない労働者も多く見られる15。無期

転換を希望するか否か分からないという者も少なくないが、そうした労働者

は無期転換ルールについて知らない傾向が強い16。無期転換申込権が発生して

もそれを行使しない労働者の割合が高い要因の一つには、こうした無期転換

ルールの認知度の低さがあると考えられる。 

〇 企業に対する調査では、無期転換ルールに関して何らかの形で知っている

企業は約８割となっているが、企業規模が小さくなるほど、知らない企業の割

合が高くなる。 

○ 労働者の転換申込機会の確保を促進するとともに、企業に無期転換ルール

に対応した人事制度設計を促進するためには、「雇用の安定を図る」という無

期転換ルールの趣旨や内容の理解を促進することが不可欠と言える。 

○ 行政は、制度導入時から無期転換ルールの周知に取り組んでいるものの、労

使双方の制度の認知状況を踏まえ、無期転換ルールの趣旨や内容について更

に効果的な周知に取り組むことが適当である。 

〇 その際、労働者が、自分が雇用されている企業の無期転換ルールへの理解状

                                                      
14 「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）。 
15 なお、無期転換申込権は、特例を除き、同一の使用者との間における２以上の有期労働契約を通算
し、通算期間が５年を超えることとなる契約の開始時点で発生し、その行使が可能となる。また、労
働者が無期転換申込権を行使した場合には、使用者は、当該有期労働契約の期間満了日の翌日から労
務が提供される無期労働契約の締結の申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約の成立という
効果が発生する。 
16 「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）。 
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況等に関わらず、無期転換ルールについて一般的な情報を得られるように、労

働者に対する更なる周知に取り組む必要がある。 

〇 また、使用者に対しては、無期転換をどのように活用することが考えられる

か事例なども含めて周知するとともに、事業所に無期転換者が在籍している

場合には労働基準法（昭和 22 年４月７日法律第 49 号）89 条により無期転換

後に適用される労働条件を就業規則に規定する必要があることを、無期転換

に関するモデル就業規則とともに周知することが適当である。 

 

ⅱ 使用者から個々の労働者への無期転換申込権に関する通知等 

（総論） 

〇 労働者が無期転換申込権の行使について検討するためには、一般的な無期

転換ルールの内容に加えて、自らの権利の有無や転換後の労働条件等を知っ

ておくことが有益かつ重要であることから、無期転換に関する個々の労働者

への通知等に関する方策について検討した。 

〇 現状の企業の取組みを見ると、６割超の企業は無期転換できる機会若しく

は無期転換後の労働条件、又はその両方を就業規則に規定している。また、５

割超の企業が、通算期間等の要件を満たした労働者に対して無期転換ルール

により無期転換できる機会があることを案内しており、そのうち９割弱の企

業が同時に転換後の労働条件も案内している17。 

○ 以上のデータも含めた現状や無期転換ルールの法制度を踏まえると 

・ 使用者を通じて無期転換の情報を入手する労働者の割合が高いこと18 

・ 使用者から無期転換ルールの利用が可能である旨の説明を受けていない

有期契約労働者に比べて、説明を受けている有期契約労働者の方が、無期転

換権を行使するか否かを決めることができているとみられること19 

・ 無期転換後の労働条件は各社により異なりうること 

・ 無期転換申込権の行使をためらう労働者には、転換後の労働条件の予想と

実際との間にギャップがあるものが相当程度存在し、転換後の労働条件が不

明確であることがその原因となっている可能性があるので、転換後の労働条

件を労働者にとって明確なものにすることが、労働者の選択を容易にし、無

期転換ルールの活用につながると考えられること20 

                                                      
17 JILPT「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（令和３年１月１日調査時点）。なお、
企業規模ごとに状況は一定程度異なる。 
18 「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）。 
19 「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）。 
20 JILPT「無期転換ルールへの対応状況等に関する調査」（2018 年 11 月 1 日調査時点）を元に JILPT
が集計したデータによれば、「責任や残業等、負荷が高まりそう」との理由で無期転換を希望しない
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・ 労使間で、無期転換ルールや運用方法に関する理解の相違を解消していく

ことが、紛争の未然防止につながると考えられること 

 から、個々の労働者が自社の無期転換制度を理解した上で無期転換申込権を

行使するか否かを主体的に判断しやすくするとともに、紛争の未然防止を図

るためには、使用者が要件を満たす個々の労働者に対して、労働契約法 18 条

に基づく無期転換申込みの機会の通知を行うよう義務づけることが適当であ

る。 

 

（通知のタイミング等） 

〇 上記の通知の義務づけについては、無期転換が労働契約の期間に関わる重

要な事項であることを踏まえると、労働基準法 15 条に基づく労働条件明示の

明示事項とすることが適当である21。 

〇 通知のタイミングについては、 

① 無期転換申込権が初めて発生するより前のタイミング 

② 無期転換申込権が初めて発生する契約更新のタイミング 

③ 無期転換申込権が発生する契約更新ごとのタイミング 

 が考えられる。 

・ ①については、無期転換申込権が発生する前の労働者に、５年を超える雇

用継続の期待を生じさせる可能性があり、雇止めに関して無用な混乱を招く

おそれがあること 

・ ②については、５年超となる更新のなされた契約ごとに無期転換申込権が

発生することからも、無期転換申込権が初めて発生する契約更新のタイミン

グに限る理由がないこと 

・ ③については、５年超の有期契約労働者の無期転換希望割合が低い背景に

は、無期転換申込みをすることができるのは契約期間が５年を超えた時点だ

けと考えられていることによる可能性もあるところ、更新の都度申込みの有

無について労働者が判断する契機となること 

から、③のタイミングが適当である。 

無期転換申込権が生じる有期労働契約の更新時点で明示した無期転換後の

労働条件について、無期労働契約が成立する前までの時点において当該労働条

件が変更されたケースについては、後記３（２）ⅳの取扱いによることが考え

                                                      
有期契約労働者のうち、43.5％の労働者については、その方の働いている企業では無期転換後の働き
方に変化がない。 
21 特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令（平成 27 年厚生労働省
令第 36 号）において、有期雇用特別措置法に基づく労働契約法の特例の適用対象者に対して、無期
転換申込権が発生しない期間について、労働基準法 15 条に基づき明示することとされている。 
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られる。 

 なお、契約更新の際に行う労働条件明示の中で併せて通知を行うこととする

のであれば、使用者側にとって負担は軽減されると考えられる。 

 また、労働契約法４条の趣旨を踏まえ、①のタイミングで使用者から無期転

換制度の説明を行うことが望ましい旨、周知することが考えられる。 

 

（通知内容） 

〇 無期転換後の労働条件、すなわち無期転換申込権の行使により成立する無

期労働契約の労働条件は各社各様である一方、無期転換後の労働条件が分か

らなければ、労働者は無期転換するかどうかを決めることができず、権利の行

使をためらうことが考えられることから、使用者から労働者への無期転換申

込機会の通知等と共に、無期転換後の労働条件も併せて通知することが適当

である。 

○ 通知すべき無期転換後の労働条件の具体的な内容は、労働基準法 15 条１項

の労働条件明示の対象について規定した労働基準法施行規則（昭和 22 年厚生

省令 23 号）５条の１項各号全て（ただし、無期労働契約になることに伴い不

要となる事項を除く。）の事項とすることが適当である。ここでは、後記３(２)

ⅲで新たに明示の対象に加えることが適当としている就業の場所・従事すべ

き業務の変更の範囲も通知の対象に含まれるものである。また、無期転換申込

権発生前に、無期転換後の労働条件に関して「別段の定め」22を設けた場合又

は既存の「別段の定め」を変更した場合、通知する無期転換後の労働条件は、

当該設けた又は変更した「別段の定め」の内容を反映した労働条件とすること

が適当である。他方、無期転換申込権発生時点で「別段の定め」がない場合は、

契約期間以外の労働条件について現に締結している有期労働契約の労働条件

と同一となる旨を通知することが適当である。 

通知内容のうち、労働基準法 15 条１項において書面で明示することとされ

ているものは、無期転換後の労働条件の通知にあたっても書面事項とすること

が適当である。なお、現行においても、労働者が無期転換申込権を行使した場

合には使用者による承諾みなしによって始期付の無期労働契約が成立するこ

とになり、当該無期労働契約の成立時点で労働基準法 15 条１項の労働条件明

                                                      
22 労働契約法 18 条１項の規定により、労働者の無期転換申込権の行使により無期労働契約が成立し
た場合、当該無期労働契約の労働条件は、契約期間を除いて、現に締結している有期労働契約の労働
条件と同一となることが原則であるが、労働協約、就業規則及び個々の労働契約による「別段の定め」
がある場合は、それが契約内容を規律しうるものである限り当該「別段の定め」によることになる。
「別段の定め」については、後記２（５）ⅰに詳細を記載している。 
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示が必要と解される23。そのため、無期転換申込権が発生する契約更新のタイ

ミングで無期転換後の労働条件を知らせることが、現行と比べて使用者の労働

条件明示の実務に大幅な追加の負担になるものではないと考えられる。 

〇 また、転換後の労働条件について、「別段の定め」を設けて就業の場所や従

事すべき業務の変更の範囲等を変更する場合、また、就業の場所や従事すべき

業務自体を変更する場合には、「別段の定め」の内容を具体的に示すことが基

本となる。もっとも、特に就業の場所や従事すべき業務自体を変更する場合に

は、無期転換申込権が発生する契約更新の時点では無期転換後の具体的な就

業の場所や従事すべき業務等を特定できないことも想定しうる。そうした場

合には、無期転換後の就業の場所や従事すべき業務等として想定される内容

を包括的に示す24こととしても差し支えないものと考えられる。ただし、その

労働条件の明示は、労働者の無期転換申込権の行使の判断に資するよう、でき

るだけ具体的に行われることが望ましい。 

  その他、無期転換申込権が発生する契約更新の時点で無期転換後の労働条

件の通知をした後、労働者が無期転換申込権を行使した際には、上記の通り改

めて無期労働契約についての労働基準法15条１項の労働条件明示が必要にな

る。この点、短期間の間に同じ内容の労働条件を知らせることとなる場合には、

簡便な対応を可能とすることも考えられるとの意見があった。 

○ こうした通知義務の導入に併せて、無期転換後の労働条件明示のモデル労

働条件通知書や記載例を整備することが適当である。また、この通知と同じタ

イミングで、労働契約法４条の趣旨を踏まえ、無期転換申込権を行使するかど

うかの判断に資するよう、無期転換せずに有期労働契約を更新した場合の労

働条件も併せて説明することが望ましいとの意見があった。現行においても、

労働者が無期転換申込権を行使した場合には、新たに成立する無期労働契約

につき労働基準法 15 条１項の労働条件明示が必要である旨について、改めて

周知徹底することが適当である。 

                                                      
23 労働基準法 15 条の規定による労働条件の明示の趣旨は、労働条件が不明確なことによる紛争を未
然に防止すること（平成 30 年 12 月 28 日基発 1228 第 15 号）である。 
24 従事すべき業務について、別段の定めを設ける場合には、総合職、一般職等の当該労働者の職群を
示し、かつその職群において含まれる業務を示すこととしても差し支えないと考えられる。また、包
括的に示す場合、次のとおりの措置を講ずることが望ましい。 

① 無期転換申込権発生のタイミングで具体的に特定できなかった事項について、無期転換前ので
きる限り早期に決定するよう努め、これを決定し次第改めて明示すること。 

② 無期転換申込権発生のタイミングで、①の具体的な就業の場所・従事すべき業務を改めて明示
する時期についても明示すること。 

③ 書面明示が義務づけられている労働条件に関する①及び②の明示は書面により行うこと。  
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（通知以外の方法の検討） 

〇 令和３年６月の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律（平成３年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。）

の改正により、妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の制度周知及び休

業の取得意向の確認のための措置が事業主に義務づけられたことも参考に、

無期転換申込権が発生した労働者に対して権利行使の意向確認を使用者の義

務とすることも考えられるのではないかとの意見があったが、意向確認を使

用者の義務とすることには慎重な検討が必要との意見もあった。 

〇 他方、上記のような意向確認は労働者の権利行使を容易にする効果が期待

できるため、無期転換申込権が発生した労働者に対して、使用者から面談等の

形で意向確認や疑問への対応を行うことが望ましい旨を周知することが考え

られる。 

〇 また、求職者が求人企業の無期転換ルールの取扱や実績について知った上

で応募できることや、有期契約労働者が働いている企業の無期転換ルールの

取扱や実績について知った上で無期転換申込権を行使するかを検討できるこ

とは有益であるとの意見があった。この点、求人・募集時に実績を示すことが

企業としてアピールポイントになりうるものであり、社内の有期契約労働者

に対して無期転換申込権が発生したこと等を通知するタイミングで無期転換

した労働者の実績についても周知することが望ましいと考えられる。 

 

（３）無期転換前の雇止め等 

ⅰ 無期転換前の雇止めその他の無期転換回避策 

（総論） 

〇 労働契約法 19 条において、最高裁判所判決で確立している雇止めに関する

判例法理（いわゆる雇止め法理）が規定され、一定の場合に雇止めの効力を認

めず、有期労働契約が締結又は更新されたものとみなすこととされている。 

  雇止めについては、５年の更新上限を設けた上でそれに基づいて雇止めを

することを含め、同条に基づきその可否が判断されている。 

○ 無期転換ルール導入時には雇止めの誘発への懸念も指摘されていたが、更

新上限がある事業所の割合は微増にとどまった。他方、無期転換前の雇止めや

無期転換回避策に関して個別の相談例や裁判例が見られた25。 

〇 無期転換前の雇止めのうち、「雇用の安定を図る」という無期転換ルールの

                                                      
25 ヒアリングの中では、こうした事例は、特に集団的労使関係が構築されていない場合に生じるとの
意見があった。 
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趣旨や労働契約法 19 条等に反する雇止めは許されるものではない。このこと

は、これまでも周知がなされてきたところではあるが、紛争の未然防止及び早

期解決を図る観点から、無期転換ルールの趣旨、労働契約法 19 条や裁判例等

に照らして問題があるケース等について考え方を整理し、無期転換ルールの

趣旨や内容とともに周知するとともに、個別労働紛争解決制度の助言・指導に

おいても活用していくことが適当である。その考え方については別紙１のと

おり整理した。 

○ なお、無期転換をめぐる紛争の未然防止に資するよう、無期転換ルールに関

する裁判例について、無期転換ポータルサイトに掲載するなどして周知して

いくことが適当である。 

 

（更新上限設定への対応） 

〇  更新上限の設定については、それ自体としては違法になるものではないが、 

・ 上限の有無が不明確な場合には、労働者が契約更新や無期転換の期待を抱

く可能性があり、労使の認識の相違からトラブルが生じやすく、 

・ 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設定する場合には、その時点で

更新の期待を有する労働者に不利益をもたらすことから紛争の原因となり

やすい。 

〇 これを踏まえ、紛争の未然防止や解決促進のため、使用者に、 

・ 更新上限の有無及びその内容の労働条件明示の義務づけ（労働基準法施行

規則５条１項１号の２の「更新する場合の基準」の中に更新上限の有無・内

容が含まれることの明確化） 

・ 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合には、労働者からの

求めに応じて、上限を設定する理由の説明の義務づけ（有期労働契約の締結、

更新及び雇止めに関する基準（平成 15 年厚生労働省告示第 357 号。以下「労

働基準法告示」という。）における規定の追加） 

を措置することが適当である。 

〇 更新上限の有無や内容の明示を義務化することで、使用者が更新上限を設

定する方向に誘導されるのではないかとの懸念もありうるが、それ以上に労

使間の認識の齟齬を未然に防ぎ、納得を促すことを重視すべきと考えられる。 

〇 また、契約更新のタイミングで更新上限が設定された場合、多くの場合に労

働者は同意を余儀なくされることから、司法判断においては、自由意思による

同意の有無について厳格に認定される傾向がある（別紙１の②・③参照）。こ

れを踏まえ、使用者が更新上限の有無及び内容の明示をしたことや労働者が

更新上限条項に異議を唱えず契約更新に応じたことのみでは、更新上限につ

いて有効な合意が成立したとは認められず、更新の合理的期待は必ずしも消
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滅しないことを併せて周知する必要がある。また、使用者が、恣意的に労働者

ごとに更新上限を適用するか否かを決めて更新の有無を判断している場合も、

労働者の更新の期待は必ずしも消滅しないことを併せて周知することが適当

である。 

〇 なお、更新上限を設定する理由の説明の義務化について、契約締結時から更

新上限を設けられている場合も含めるかどうかについては、原則として更新

するという期待が生じない時点であるにもかかわらず理由を説明させる必要

性があるかという観点から、慎重に考えるべきとの意見があった。 

 他方、労働契約法４条の趣旨を踏まえれば、契約締結時から更新上限を設け

られている場合についても、労働者からの求めがあった際に、その理由につい

て説明を行うことが望ましい旨、周知することが考えられる。 

 

ⅱ 無期転換申込みを行ったこと等を理由とする不利益取扱い 

〇 労働契約法 18 条の定める無期転換申込みの要件を満たす限り、有期契約労

働者が申込みさえすれば無期労働契約が成立する。しかし、実際には、労働者

が無期転換申込みをするのを躊躇していると思われるケースや、無期転換申

込み後の不当な労働条件の引き下げやハラスメント等が疑われるケースがあ

ることがヒアリングで報告された。 

また、無期転換ルールについて「全く有効でない」「どちらかといえば有効

でない」と回答した労働者のうち、有効でない理由として「会社側に希望を言

い出しにくいから」を選択した者が 16.1％（複数回答有り）あった26。 

〇 無期転換申込みを行ったこと等を理由として不利益な取扱い（解雇、雇止め、

労働条件の引き下げ、嫌がらせ等）を行うことについて、報復的な不利益取扱

いや申込みを妨害する不利益取扱いは許されるものではなく、無期転換を希

望する労働者の権利行使の実効性確保や妨害抑止につなげるために、立法（労

働契約法）で禁止規定を措置すべきとの意見があった。 

〇 一方で、無期転換の権利行使に対する妨害や報復が許されないのは当然で

あるが、無期転換に際して「別段の定め」により労働条件を転換前より不利益

に変更することがおよそ許されないわけではないことから、何が禁止される

「不利益な取扱い」に該当するかという整理が難しく、また、問題となる措置

が無期転換申込みを行ったこと等を「理由として」行われたものか否かの認定

が困難な事例も予想され、立法措置をとった場合にその解釈・適用に疑義が生

じかねないことを懸念する意見、上記の問題に関して事例の積み重ねが不足

しているため立法化は時期尚早との意見もあった。 

                                                      
26 JILPT「多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）。 
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〇 いずれにせよ、現行法の下でも、無期転換申込みを行ったこと等に対する報

復的な不利益取扱いや無期転換申込みを妨害する不利益取扱いは、その内容

に応じて労働契約法や民法（明治 29 年法律第 89 号）の一般条項、判例法理等

による司法的救済の対象となるものであり、違法とされる行為に関して考え

方の周知の徹底を図っていくことが適当である。 

他方、現行法の趣旨からしても、無期転換申込みを行ったこと等に対する報

復的な不利益取扱いや転換申込みを妨害する不利益取扱いが許されないこと

は明らかであり、権利行使の妨害抑止につながるよう、多様な政策的手法の中

で方策を検討すること27が適当である。 

 

（４）通算契約期間及びクーリング期間 

〇 労働契約法18条が、無期転換申込権の発生に必要な通算契約期間について、

５年を超える場合としたのは、 

① 有期労働契約の反復更新による濫用的利用を防止する必要がある一方で、 

② 有期労働契約が雇用機会の確保や、需給変動への対応に一定の役割を果た

していること 

 とのバランスを慎重に考慮したものである。 

〇 ヒアリングでは雇用の安定の観点から通算契約期間を短くすべきという意

見もあれば、通算契約期間の短縮は雇用の柔軟性や雇用意欲の低下につなが

るおそれがあり現行の取扱いを維持すべきとの意見もあった。 

○ 企業独自の転換制度として、５年よりも短い期間での転換制度を設けてい

るケースも見られるところであり、以上の現状を踏まえると、こうした事例の

周知等により、５年を待たずに無期労働契約化や正社員化する取組みも併せ

て促進していくことが適当である。 

〇 また、クーリング期間の規定は、労使双方に対し、一定期間を置いたうえで

有期労働契約を再び利用することを認めたものである28。また、クーリング期

間の制度があることにより、使用者としては、労働者と有期労働契約を締結す

るに際して、無期転換申込権の発生の有無や時期を判断するために、長期間過

去に遡って当該労働者と有期労働契約を締結したことがあるか否かを調査す

                                                      
27 労働基準法告示で対応できるようにすることが考えられるとの意見等があった。その他、前記２
（２）ⅱのように使用者から個々の労働者への無期転換申込権に関する通知を行う際に、職務の内容
などが変更されないにもかかわらず、有期労働契約の時よりも低下した無期転換後の労働条件の通知
を行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではない旨、周知することも考えられる。 
28 仮にクーリング期間を認めないこととすれば、５年で離職した労働者が、再度同じ企業で働くこと
が、事実上困難となり、同一の企業での再雇用を希望する労働者の職業選択の幅が狭められてしまう
という問題が生じると考えられる。 
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る必要がないことになる。 

  クーリング期間については、短すぎる場合には無期転換ルールの導入の効

果を減殺させる一方で、長すぎる場合には労働者の雇用機会の確保等の観点

から問題となるところであり、両者のバランスを踏まえつつ、労働政策審議会

での建議を踏まえ、原則６ヶ月のクーリング期間が設けられている。 

事業所調査29によれば、一定の更新回数又は勤続年数に達したときに一旦雇

止めをして一定期間を置いてから再び労働契約を締結している事業所の割合

はわずかであり、労働契約法 18 条施行前と比べても特に増加の傾向はみられ

ない。ヒアリングでは、クーリングが悪用されている実態があり廃止すべきと

いう意見もあれば、クーリングの仕組みがなくなると同じ企業に再度勤務した

い労働者にとってエントリーの機会がなくなる等の影響があるとの意見もあ

った。 

○ 無期転換ルールが実質的に適用されるに至った施行後５年経過時からそれ

ほど長期間経っていないこと、特に変えるべき強い事情がないと考えられる

ことから、制度の安定性も勘案すれば、通算契約期間及びクーリング期間につ

いて、現時点で制度枠組みを見直す必要が生じているとは言えないと考えら

れる。 

〇 一方で、契約更新上限を設けた上で、クーリング期間を設定し、期間経過後

に再雇用することを約束して雇止めを行うことは、「有期労働契約の濫用的な

利用を抑制し労働者の雇用の安定を図る」という労働契約法 18 条の趣旨に照

らして望ましいものとは言えないことについて、更なる周知を行うことが適

当である30。 

 

（５）無期転換後の労働条件 

ⅰ 無期転換後の労働条件の「別段の定め」について 

〇 事業所調査31によれば、無期転換後は、（有期労働契約の時の職務タイプ別

に見ると一定の違いがあるものの）１割程度が正社員になっているが、大多数

は業務量についても労働条件についても転換前と変化がない状況にある。個

人調査32によれば、無期転換者の１割強が正社員であるのに対して、会社独自

の制度等による無期転換者は７割弱が正社員であった。 

                                                      
29 「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）。 
30 現在、厚生労働省「無期転換ルールのよくある質問（Ｑ＆Ａ）」において「契約更新上限を設けた
上で、クーリング期間を設定し、期間経過後に再雇用を約束した上で雇止めを行うことなどは、法の
趣旨に照らして望ましいものとは言えません」とする等の周知が行われている。 
31 「有期労働契約に関する実態調査（事業所）」（令和２年４月１日調査時点）。 
32 「有期労働契約に関する実態調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）。 
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〇 無期転換にあたり、フルタイムの無期転換社員のうち約３割について労働

条件に関する「別段の定め」が活用されているのに対し、パートタイムの無期

転換社員について「別段の定め」が活用されているのは１割弱となっている。

また、「別段の定め」を活用している企業のうち、「別段の定め」により改善さ

れる処遇がある企業が５割弱であるのに対し、不利になる処遇がある企業も

５％程度見られた33。 

〇 就業規則による「別段の定め」については、その効力に関して、基本的には、

無期労働契約が成立するタイミングに着目するのであれば、当該規定が無期

労働契約が成立する前から存在する場合は労働契約法７条34、成立後に新設・

変更された場合は同法10条の合理性が認められるかどうかが問題になると考

えられる。ただし、無期転換後の労働条件をめぐる裁判例の中には、労働契約

法７条を適用しつつも、無期労働契約の締結前から有期労働契約が存続して

いたことなどを踏まえて合理性の有無についてある程度踏み込んで判断した

と解されるものもある35。また、合理性の判断に当たっては労働契約法３条２

項の均衡の理念も考慮されうる。こうした点に留意が必要であることを明確

にして周知することが適当である。 

〇 また、個別契約により「別段の定め」をする場合には、 

・ 労働契約法８条により、無期転換申込みの際に提示された労働条件に労働

者が合意しない限り「別段の定め」は成立せず、転換前の有期労働契約と（契

約期間以外は）同一の労働条件で無期労働契約が成立すること 

                                                      
33 JILPT「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（令和３年１月１日調査時点）。 
34 労働契約法７条は、労働契約締結に際して、合理的な内容を定めた就業規則は、その周知を要件に、
原則として労働契約の内容となることを定めており、また、労働契約法 10 条は、使用者が就業規則
の変更により労働条件を不利益に変更しようとする場合、労働者に対する周知及び当該変更が合理的
なものであることという要件を満たした場合には、労働条件は当該変更後の就業規則により変更され
ることを定めている。労働契約法 10 条で定められている就業規則変更の場合の合理性と比較すると、
労働契約法７条で定められている契約締結時における就業規則の合理性は、従前の労働条件と比較し
た不利益が観念されないため、一般的にはより広く認められることになる。 
35 ハマキョウレックス（無期契約社員）事件（大阪地判令和 2 年 11 月 25 日労判 1237 号 5 頁、大阪
高判令和３年７月９日労経速 2461 号 18 頁）の第一審では、「両者の職務の内容及び配置の変更の範
囲等の就業の実態に応じた均衡が保たれている限り、労契法 7 条の合理性の要件を満たしていると
いうことができる」と判示され、控訴審でも当該第一審の判旨が引用され維持されている。 

なお、無期転換の前後で労働条件に変更はなかったが、関連する裁判例として、井関松山製造所事
件（高松高判令和元年 7 月 8 日労判 1208 号 25 頁）がある。この裁判例は、労働契約法 20 条違反と
された後、有期労働契約のときと同一の条件が定められた無期転換者用の就業規則に関して、同法７
条の合理性が認められるかどうかが問題となった事案である。 
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・ 最高裁判決36等を踏まえれば、賃金や退職金等に関する労働条件の不利益

変更についての個別合意が認定されるには、労働者が自由な意思に基づいて

同意したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する必要があ

ること（なお、形式的には無期転換は新たな労働契約の締結だが、就業規則

の場合と同様、実質的な継続性を踏まえて、不利益変更の際の合意に近い基

準で判断されうること） 

を労使双方に対して周知することが適当である。特に、使用者に対しては、裁

判例の趣旨に従い、労働者が適切な判断をなしうるように労働者への情報提供

と説明を促すとともに、「別段の定め」として提示された労働条件が自らの意

向と合わない場合、使用者とどのように交渉等をすればいいかわからない労働

者も多いと考えられるため、労働者に対しても、法令や裁判例の情報を周知し

ていくことが適当である。 

〇 無期転換に際し、上記の枠内で労働条件の設定や変更が可能であり、労働条

件の見直しが無制限に認められるわけではないこと、特に労働条件を引き下

げる場合にはその効力が司法において慎重に判断される可能性が高いことが

明確になるよう施行通達の記載を修正するとともに、こうした内容について

個別労働紛争解決制度の助言・指導においても活用していくことを検討する

ことが適当である。その際、たとえば、高度の技術や専門的能力を有する労働

者については、有期労働契約時に処遇が高く設定されており（いわゆる有期プ

レミアム）、無期転換に際して「別段の定め」により労働条件が引き下げられ

る場合がありうることにも留意しつつ、そのような場合にも就業規則上の規

定の合理性や自由意思に基づく労働者の同意が必要であることを周知してい

くことが考えられる。 

〇 「別段の定め」により、転換後の社員区分を正社員とすることや、職務の内

容・責任の程度、配置の変更の範囲等を広げることは、それに伴って相応に待

遇を向上させるのであれば、キャリアアップにもつながり、一般的には不合理

とは考えにくいと考えられる。 

ただし、有期契約労働者が負担増をためらって無期転換申込みをしないこと

も想定される一方、企業としても無期転換に際して直ちにいわゆる正社員とす

ることを躊躇する可能性もあるため、無期転換後の区分として多様な正社員等

の様々な選択肢を設けることを促していくことも考えられる。 

その際、労働者に対しても、無期転換によって必ずしも正社員の労働条件が

適用されるわけではないこと、無期転換によって責任や負荷が増す可能性があ

ることなど、企業ごとに無期転換後の雇用管理上の位置づけが異なることを理

                                                      
36 山梨県民信用組合事件（最二小判平成 28 年 2 月 19 日労判 1136 号 6 頁）。 
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解した上で、前記２（２）ⅱの通知が行われるのであれば当該通知の際に併せ

て示される無期転換後の労働条件を確認することが重要である旨も改めて周

知することが適当である。 

○ なお、上記のように無期転換によって業務の内容や責任の程度等が変更さ

れるとともにそれに見合った待遇の見直しが行われる制度について、法律上

の無期転換ルールとは別に企業独自の制度として実施することも考えられる。

また、就業規則において企業独自の無期転換制度を設ける場合であっても、そ

の労働条件の設定に当たっては、上記のような就業規則の規定の合理性や個

別の合意に関する規律が及ぶ点に留意するよう周知していくことが適当であ

る。 

 

ⅱ 無期転換後の労働条件の見直しについて 

〇 無期転換者の活用のあり方や待遇等は、労使により検討されていくもので

ある。例えば、無期転換後に、本人の希望も踏まえつつ業務の内容や責任の程

度等が変更される場合に、それに見合った待遇の見直しが行われるためには、

労使コミュニケーションが重要である。 

その際、無期転換者の雇用が長期にわたることや労使間に情報の非対称性や

交渉力の差があること、無期転換者は使用者と労働条件等について確認や話し

合う機会が比較的少ない可能性があると指摘があったことも踏まえて、労使に

とって望ましい形でキャリア形成や人事制度設計が行われるためにも、労使協

議をはじめとした労使コミュニケーションが促進され、また、無期転換後の働

き方の選択肢が多様となることが望ましい。 

〇 そのため、行政としては、無期転換ルールの活用が進み、無期転換者が増え

ていくことを見据えて、企業が自社の人事制度全体を踏まえて、正社員登用を

はじめとする多様なキャリアコースの検討等をすることができるよう、無期

転換者を活用していくに当たって参考となる情報提供を行い、労使自治を促

進することが適当である。 

○ なお、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

（平成５年法律第 76 号。以下「パート・有期労働法」という。）13 条におい

て、パート・有期労働者（パートタイムの無期転換者を含む。）について、通

常の労働者（正規型の労働者）への転換を推進するための措置を講じなければ

ならないこととされている。フルタイムの無期転換者については、同条の適用

はないが、正社員化を支援する助成措置を活用する等により希望する者の正

社員への転換を推進するための措置を併せて講ずることが望ましい旨を周知

していくことが考えられる。 
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ⅲ 無期転換者と他の無期契約労働者との待遇の均衡について 

〇 無期転換ルールに対応する上での課題として、企業からの回答では、「有期

労働契約と無期転換後、正社員の間の仕事や働き方、賃金・労働条件のバラン

スと納得感の醸成」が多く挙げられている。 

  他方で、ヒアリングの中では、パート・有期労働法８条を参考にして、労働

組合が会社と交渉し、無期転換者と他の無期契約労働者との間の労働条件の

不合理な差異をなくすようにした例もあった。 

〇 パート・有期労働法に基づく待遇の均衡については、有期労働契約の時点で

通常の労働者との均衡が図られるべきである。無期転換後は、パートタイムで

あればパート・有期労働法の適用があるが、フルタイムであれば同法の適用は

ない。 

〇 フルタイムの無期転換者と他の無期契約労働者との待遇の均衡は、原則と

して労使自治に委ねられるものだが、労働契約法３条２項を踏まえた均衡の

考慮は無期転換者についても求められるものであり、その点の周知を図る37こ

とが適当である。 

〇 また、無期転換者と他の無期契約労働者との待遇の相違について、不満があ

る労働者も一定程度存在するが、当該待遇の相違に関する使用者からの説明

が不十分であるため、労使間で理解の相違があることも考えられる。当該不満

がある労働者の中には、当該待遇の相違に関して使用者からの説明を求める

者も一定程度存在している38。従って、労使コミュニケーションの前提として、

まずは待遇の相違についての労働者の理解が重要である。 

この点、有期労働契約から無期労働契約に転換するという無期転換ルールの

特性を踏まえると、 

・ 無期転換後の労働条件に関し、有期労働契約の時点で通常の労働者との待

遇の相違について不合理とされる可能性が高い相違が維持されたまま無期

転換申込権の行使を検討したり、無期転換したりするケースが起こりうるほ

か、就業規則による「別段の定め」で有期労働契約時から変更される労働条

件の合理性について労働者が十分に把握できないため無期転換申込権行使

の判断がつかなかったり、不十分な理解に基づき無期転換をしたりするケー

スなどが起こりうること 

・ 労働契約法３条２項の均衡考慮の理念は労働契約のあらゆる局面で妥当

するものであるが、無期転換という局面は、パートタイム労働者が無期転換

                                                      
37 例えば、有期労働契約の時点で通常の労働者の待遇との間で不合理と認められる相違があり、均衡
が図られないまま無期転換した場合についても、労働契約法３条２項の趣旨を踏まえるよう、周知し
ていくことが考えられる。 
38 JILPT「多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）。 
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後もパートタイムで働く場合を除き、有期労働契約時点では適用があったパ

ート・有期労働法８条・９条の適用対象から外れる点で特殊性があるため、

労使で認識のずれが生まれやすいとの意見39もあったところであり、上述の

ような調査結果からみても、この点の理解が不十分であることによる無期転

換申込みの抑制や、無期転換時の紛争を防止する必要があること 

から、前記２（２）ⅱの無期転換申込権が生じた有期契約労働者に無期転換後

の労働条件について通知するタイミングを活用して、無期転換後の労働条件に

関する決定をするにあたって労働契約法３条２項の趣旨を踏まえて均衡を考

慮した事項について、労働契約法４条１項の趣旨を踏まえて労働者の理解を深

めるため、また、労使間の検討の契機とするため、使用者に十分な説明をする

よう促していく措置を講じることが適当40である。 

〇 なお、ヒアリングの中でパート・有期労働法８条と同様の規定を無期転換者

についても設けることが意見として出されたが、無期契約労働者のうち、無期

転換者のみをそうした規定の対象とすることの合理性は特段ないものと考え

られ、また、無期転換者も無期契約労働者も多様であることから、慎重な検討

が必要と考えられる。 

いずれにせよ、無期転換する前の有期労働契約の時点で、パート・有期労働

法８条に基づき通常の労働者との均衡が適切に図られるように行政としての

取組みを一層進めるとともに、無期転換後においても、同法に基づきパートタ

イム労働者（無期転換者を含む。）及び有期契約労働者の処遇の見直しが行わ

れる際には、フルタイムの無期転換者についても、併せて労働契約法３条２項

も踏まえて見直しを検討することが望ましい旨を周知していくことが考えら

れる。 

なお、個別事案によっては、パート・有期労働法８条を無期転換者の労働条

件に関して類推適用する余地もあるのではないかとの意見もあった。 

 

（６）有期雇用特別措置法に基づく無期転換ルールの特例 

ⅰ 有期雇用特別措置法の活用状況 

○ 有期雇用特別措置法は、高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者及び

定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者が、その能力を有効に発揮し、活

力ある社会を実現できるよう、これらの有期雇用労働者の特性に応じた雇用

                                                      
39 無期転換申込権を行使する労働者としては無期転換後も自らがパート・有期労働法と同様の保護
を受けるものとの認識を持ちうる一方、使用者としては無期転換後はパート・有期労働法の適用対
象外となり均衡を考慮する必要性がなくなるという認識を持つといった事態が生じうるとの意見が
あった。 
40 労働基準法告示でそうした措置を講じることが考えられるとの意見があった。 
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管理に関する特別の措置が行われる場合に、無期転換ルールに関する特例を

設けた41ものである。 

○ 第一種については、「５年を超える一定の期間内に完了することが予定され

ている業務」に就く高度専門的知識等を有する有期雇用労働者を対象として、

一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間（上限：10 年）

は無期転換申込権が発生しないこととするものである。 

第二種については、定年後に有期労働契約で継続して同じ事業主42に雇用さ

れる高齢者を対象として、定年後引き続き雇用されている期間は無期転換申込

権が発生しないこととするものである。 

 令和２年度時点で、第一種の認定は１件、第二種の認定は約７万件である。 

〇 有期雇用特別措置法について内容まで知っている企業は調査対象とした企

業のうち２割以下であり、特に第二種について対象企業が特例を活用してい

ない理由としては「特例の存在を知らなかったから」が多く挙げられた43。 

〇 ヒアリングにおいては、第二種の認定を受けているものの、実際には 65 歳

までの定年後再雇用であり、５年を超えないため特例を活用していないとい

う例が見られたが、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和 46 年法律

第 68 号）の改正で 70 歳までの継続雇用を導入する企業もあることから、今

後活用が進むことも考えられる。 

また、有期雇用特別措置法第一種を活用している会社にヒアリングしたとこ

ろ、当該会社が雇用している労働者と当該会社の働き方がマッチするか分から

ないから期限を設けざるを得ないが、プロジェクト期間が５年を超えることは

多くあるので、仮にマッチする人材であれば、５年の手前で手放すことになる

のは避けたいため第一種の制度の存在は評価できる、とのことだった。 

有期雇用特別措置法に基づく特例については、廃止すべきとの意見もある一

方で、利用を狭める方向での改正は行うべきでないとの意見もあった。また、

制度の普及・周知に関する措置が必要との意見があった。 

 

ⅱ 有期雇用特別措置法の活用について 

〇 有期雇用特別措置法がなければ、企業がプロジェクトの進捗状況等に応じ

                                                      
41 この特例が設けられなければ、企業がプロジェクトの進捗状況等に応じて必要な高度専門職を雇用
しにくくなるほか、65 歳を超える高齢者の継続雇用に慎重になることなどが指摘されていたところ
である。 
42 定年まで雇用していた事業主との間で当該高齢者を継続して雇用する契約を締結した特殊関係事
業主（元の事業主の①子法人等、②親法人等、③親法人等の子法人等、④関連法人等、⑤親法人等の
関連法人等）を含む。 
43 JILPT 「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（令和３年１月１日調査時点）。 
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て必要な高度専門職を雇用しにくくなるほか、65 歳を超える高齢者の継続雇

用に慎重になることも想定されるため、有期雇用特別措置法があることで雇

用が促進される面もあると言える。特に、高齢者雇用は過渡期にあり、今後 70

歳までの継続雇用の増加も見込まれることから、第二種の意義は大きくなっ

ていると考えられる。 

〇 他方、特例の存在が知られていないという課題があるため、高度専門的知識

を有する人材や定年後再雇用者の能力発揮を求める使用者に対して更なる周

知を行うことが適当である。 

 

ⅲ 無期転換申込権の通知について 

○ 前記２（２）ⅱのとおり通算契約期間が５年を超え無期転換申込権が発生す

る契約更新ごとのタイミングで、使用者から労働者に無期転換申込権につい

て通知することとする場合、第一種の対象者については、「５年」を「認定を

受けたプロジェクトの計画期間」に読み替えていることを踏まえ、必要な措置

を講ずることが適当である。  
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３.多様な正社員の労働契約関係の明確化等について 

（１）総論 

ⅰ 検討経緯 

○ 企業にとっては、勤務地や勤務時間等に制約のある優秀な人材の確保や定

着を可能とするよう、また労働者にとっては、ワーク・ライフ・バランスの実

現や希望するキャリア形成を図りつつ処遇の改善を可能とするような、労使

双方にとって望ましい多様な働き方が求められている。 

こうした多様な働き方を選択できるようにするため、長時間労働の是正や非

正規雇用労働者の待遇改善等がなされてきたが、これらの取組に加えて、多様

な働き方や雇用の選択肢の一つとして、勤務地、職務、勤務時間を限定した「多

様な正社員」について、労使双方にとって望ましい形で普及を図ることが重要

となっている。 

○ こうした中で、「多様な正社員の普及・拡大のための有識者懇談会」（座長：

今野浩一郎学習院大学教授）において、「多様な正社員」の雇用管理をめぐる

課題について検討がなされ、労使等の関係者が参照することができる「雇用管

理上の留意事項」（平成 26 年７月 30 日基発 0730 第１号）や就業規則の規定

例を整理するととともに、政策提言をとりまとめ、平成 26 年７月 30 日に報

告書が公表された。 

〇 その後、政策提言を踏まえた対応が行われてきたほか、キャリアアップ助成

金により多様な正社員への転換や多様な正社員制度の創設が後押しされてき

たところである。一方、従来からの統一的・集合的な労働条件決定のしくみの

下では、勤務地限定等の個別的な労働契約内容が曖昧になりやすい等の問題

がある。そこで、労使双方の予見可能性の向上や労使紛争の未然防止の観点の

ほか、多様な働き方の実現に向けた多様な正社員の更なる普及・促進の観点か

ら、労働契約関係の明確化が求められるようになった。 

  かかる状況のもと、「規制改革実施計画」（令和元年６月・令和３年６月閣議

決定）、「経済財政運営と改革の基本方針 2021」（令和３年６月閣議決定）等を

踏まえ、本検討会において、多様な正社員の労働契約関係の明確化等について

検討を行うこととした。 

○ なお、本報告書において、「正社員」の定義については、直接雇用されてい

る無期契約労働者のうち各社で正規従業員として位置づけられているものと

し、「多様な正社員」の定義については、勤務地、職務、勤務時間のいずれか

が限定されている正社員とする44。「いわゆる正社員」の定義については、勤務

                                                      
44勤務場所や職務等の限定がなされる場合、その合意の内容については様々なものが想定される（例
えば、「原則 X 支店勤務。ただし、○○の事由に該当する場合は一定期間本社勤務がありうる」



25 

地、職務、勤務時間が限定されていない正社員45とする46。 

 

ⅱ 多様な正社員の現状 

〇 多様な正社員制度がある事業所の割合は2018年で23.0％、2020年で28.6％

であり、制度がある事業所のうち利用者のいる事業所の割合は、2020 年にお

いて約４割であった。また、常用労働者に占める多様な正社員制度利用者の割

合は、職種・職務限定で 10.4％、勤務地限定で 8.7％、短時間正社員で 3.3％

となっている47。 

○ また、多様な正社員がいる企業は 18.3％であり、規模が大きい企業ほど多

様な正社員がいる企業の割合が高い。企業が多様な正社員を導入する理由に

ついて、労働力の確保に対する危機感の高まりや労働者の多様化への対応を

挙げる割合が高い48。 

〇 労働者が多様な正社員の働き方を選んだ理由については、特に理由が無い

ケースを除くと、勤務地や勤務時間を限定した働き方や専門性のある仕事を

希望するためとする割合が高くなっている49。 

〇 一方、多様な正社員の課題として、使用者からは、労務管理が煩雑・複雑に

なる、区分間での仕事や処遇・労働条件のバランスが難しい、人事管理が硬直

化するなどの指摘があり50、また、労働者からは、多様な正社員の採用枠を設

定してほしい、将来のキャリア展望の情報公開をしてほしいという割合が高

くなっており、更に、限定内容を書面等で明示してほしいとの意見が１割強あ

った51。 

○ 本検討会におけるヒアリングによれば、 

・ 多様な正社員制度の導入によるプラスの影響としては、育児・病気等を理

由とする制度利用の例が多く、多様な雇用形態の実現に資することができた

                                                      
等）。 
45 「勤務時間が限定されていない正社員」とは、この報告書では、フルタイムの正社員を指すこと
とする。 
46 基本的に、JILPT「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業・個人）」（令和３年１月１日
調査時点）の用語の定義に依っている。 
47 令和２年度雇用均等基本調査。 
48 JILPT「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業）」（令和３年１月１日調査時点）。 
49 JILPT「多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）。 
50 JILPT「改正労働契約法とその特例への対応状況及び多様な正社員の活用状況に関する調査」（2016
年 10 月１日調査時点）。 
51 JILPT「多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）（複数回
答）。 



26 

点、非正規雇用であれば退職していたかもしれない人材が社員として会社に

定着しているという点、生活に合わせたスタイルでいわゆる正社員に転換す

るステップを導入することができた点等が企業から挙げられた。 

  他方で、中小企業では正社員の勤務地の限定という希望は実現できており、

特に限定正社員を設定する必要性は薄いとの意見（労働組合）のほか、個人

の事情や組織の状況の変化に応じた柔軟な取扱いがしにくくなるとの意見

（使側弁護士）や、雇用区分が異なる人がいると社内の一体感の醸成が難し

くなるという意見（中小企業）もあった。 

・ 多様な働き方の浸透とともに、「正社員」という概念自体が曖昧になりつ

つあり、「正社員」「非正規雇用」という枠組みから離れる必要があるとの意

見（中小企業）があった。 

・ 職務が明確であればそれ以外の仕事を断ることができるというメリット

はあるが、デメリットとしては当該職務が無くなったことが賃金減額や解雇

の理由とされるおそれがあり、これは労使の課題であるとの意見（労働組合）

もあった。 

 

ⅲ 多様な正社員の労働契約関係の明確化に関する考え方 

〇 「多様な正社員の普及・拡大のための有識者懇談会」の報告書においては、

多様な正社員の普及が重要となっている背景として、次の諸点が挙げられた

ところである。 

・ 女性の社会進出や、それに伴う共働き世帯の増加等に伴い、仕事と生活の

調和を求めるなど労働者の就業意識が多様化し、二極化した働き方の見直し

が求められるようになっていること。 

・ 我が国の社会経済が活力を維持するためには、女性や高齢者をはじめ、育

児や介護あるいは体力的な事情のために希望する働き方に時間や地域的制

約を伴うことの多い労働者においても、その職業キャリアを継続、発展させ

る中で、能力を発揮できるようにすることが求められること。 

・ 改正後の労働契約法に基づき通算５年超の有期契約労働者が無期に転換

することにより、勤務地や職務等を限定した無期契約労働者の増加が見込ま

れること。 

・ プロジェクトの遂行等に必要とされる専門的知識を持った労働者を中途

採用するといった動きも見られること。 

○ 多様な正社員については、使用者側からは多様な労働力の確保に資するこ

と、また、労働者側からは限定的な働き方を希望する場合のニーズを満たすこ

とができることが評価されている。このように、「多様な正社員」は、「いわゆ

る正社員」と「非正規雇用の労働者」の働き方の二極化を緩和し、労働者一人
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ひとりのワーク・ライフ・バランスの実現や自律的なキャリアの形成、企業に

よる優秀な人材の確保や定着の実現の点で、労使双方にとって有益であり、多

様な労働力の参加を促す観点からも、労使双方にとって望ましい形で、多様な

正社員の更なる普及・促進を推進52していくことが適当である。 

〇 一方で、労働条件が限定されていることについて、就業規則や労働契約で明

示的に定められていないケースもある53中、限定の有無そのものが問題になっ

たり、限定された内容が一方的に変更されたりする場合も見られる。労働条件

が限定されている場合には、当事者の合意がなければ変更できないのが契約

上の基本原則であるが、多様な正社員を労使双方にとって望ましい形で更に

普及させることを促進する上で、紛争の未然防止や予見可能性の向上のため

に、これまでの「雇用管理上の留意事項」54の周知等の運用上の取組に加え、

法令上の措置も含めて、労働契約関係の明確化を検討することが適当である。 

○ もとより多様な正社員制度を設けるかどうかは個々の企業で決定されるべ

きことであるが、こうした労働契約関係の明確化は、労働者のワーク・ライフ・

バランスの実現やキャリア形成等に資する予見可能性の向上や紛争の未然防

止を図ると同時に、労働者と使用者との情報の質及び量の格差の是正や契約

に係る透明性の確保を図るものであって、そもそも労使自治や契約自由の原

則の大前提ともいえるものであり、労使双方にとって望ましい形で多様な正

社員の更なる普及・促進を推進する上で重要な環境整備と言える。 

○ また、多様な正社員以外の労働者全般についても、労働契約法１条及び６条

を踏まえれば個々の労働契約を基礎としてその権利義務関係が定められてい

ると理解されるべきところ、多様な正社員の普及・促進を推進するにあたり、

労働者全般について、そうした理解を促し、そうした理解に基づく労働契約関

係の明確化がなされることは、合意原則を定める労働契約法１条の意義に照

らしても重要と考えられる。 

 

ⅳ 労働契約関係の明確化の検討にあたって留意した点 

○ 労働契約関係の明確化の検討にあたっては、精緻な検討を踏まえつつも、労

                                                      
52 ヒアリングによれば、「ジョブ型人材マネジメント」が導入されている会社では、そのジョブ（業
務）だけの雇用というものではなく内部の人材活用の活性化や経験者採用等の観点で導入したマネジ
メントという意味合いで「ジョブ型」と称している例もあった。そうした「ジョブ型人材マネジメン
ト」の議論と、勤務地や職務の限定がある「多様な正社員」の議論は、分けて考える必要がある。本
検討会では、後者の議論を端緒に検討を行った。 
53 JILPT「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業・個人）」（令和３年１月１日調査時点）。 
54 「雇用管理上の留意事項」において「紛争の未然の防止のため、限定がある場合は限定の内容が当
面のものか、将来にわたるものかについて明示することが望ましい。」と記載されている。 
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働者が自身の労働契約の内容等について理解できるようにするため、最終的

にはできるだけシンプルな考え方やルールを示すことを念頭に置いた。 

○ なお、検討の対象とする労働者の範囲については、 

・ 多様な正社員といわゆる正社員について法律上の取扱いで区別すること

は困難であるほか、労働契約の多様化が進展する中で「正社員」という概念

自体が曖昧になっていると考えられること 

・ いわゆる正社員の場合も限定がないことを労使双方がしっかり認識する

ことが紛争の未然防止と予見可能性の向上の観点から重要であること 

・ 有期契約労働者等の正社員以外の労働者も含め、労働契約の多様化の中で、

就業規則とは別に個別に労働契約内容を設定したり労働条件を限定したり

することが重要になってきており、この点に関する紛争の未然防止と予見可

能性の向上が重要であること 

を踏まえて、前記３（１）ⅰ～ⅲ記載の問題意識のもとで、多様な正社員のみ

ならず、いわゆる正社員や有期契約労働者等も含め、労働契約関係の明確化を

どのように図るのが適当かについての検討の対象とした。 

○ また、多様な正社員の更なる普及・促進に際しては、多様な正社員という働

き方が労使それぞれにとってどのような有効性と留意点があるのかを労使双

方に対して明確に伝えていくことが重要である。 

○ 多様な正社員の課題として、使用者からは、労務管理が複雑化する、区分間

での処遇のバランスが難しくなる、人事管理が硬直化したり、フレキシブルな

運用がしにくくなったりするなどの指摘があり、また、労働者からは、キャリ

ア展望を明らかにしてほしい、限定内容を書面等で明示してほしい等の意見

がある点にも配意して検討を進めた。 

 

（２）労働契約関係の明確化 

ⅰ 現行の労働条件明示等に関する制度 

○ 労働基準法においては、使用者は、労働契約の締結に際し、賃金、勤務時間

その他の労働条件を明示しなければならないと定められている（労働基準法

15 条１項、労働基準法施行規則５条）。 

○ この点、解釈例規（通達）55において、「就業の場所及び従業すべき業務に関

する事項」（労働基準法施行規則５条１項１号の３）については「雇入れ直後

の就業の場所及び従事すべき業務を明示すれば足りるものであるが、将来の

就業の場所や従事させる業務を併せ網羅的に明示することは差し支えないこ

と」としており、現行法上の同規定の解釈として、就業の場所・従事すべき業

                                                      
55 平成 11 年１月 29 日基発第 45 号。 
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務の変更の範囲の明示までは求められていない。 

○ また、労働条件の明示は、あくまで「労働契約の締結に際し」行うものであ

り、労働契約（労働条件）の変更を行う場合には労働基準法 15 条は適用され

ず、変更事項の明示をすることまでは要しないものである56。 

○ なお、労働契約法４条は、労働契約の内容の理解の促進について規定してい

るが、この規定は、個別労働関係紛争を防止するため、労働契約の内容につい

て、労働者及び使用者が契約内容について自覚することにより、契約内容が曖

昧なまま労働契約関係が継続することのないようにすることが重要との趣旨

から設けられており、労働基準法 15 条よりも広く、労働契約が締結又は変更

されて継続している間の各場面が含まれるものである57。 

○ また、就業規則については、常時 10 人以上の労働者を使用する使用者は、

労働基準法 89 条各号の事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出な

ければならず、当該事項を変更した場合も同様とするとされている（労働基準

法 89 条）。なお、就業規則の記載事項については、労働条件の明示と異なり、

就業の場所及び従業すべき業務に関する事項は含まれていない。 

 

ⅱ 労働契約関係の明確化全体に関わる現状 

〇 多様な正社員については、次のとおりの状況58である。 

・ 労働条件の限定内容に関して、就業規則、労働協約又は個別契約において

特に規定していない企業の割合が１割前後、（当該規定の有無にかかわらず）

書面で明示せず口頭のみで説明している企業と書面明示・口頭説明のいずれ

もしていない企業の割合が併せて１割程度となっているほか、 

・ 企業における多様な正社員等とのトラブルについて、限定内容について説

明をしている企業と比べて説明をしていない企業の方がトラブルがあった

割合が多いほか、限定内容を規定していない企業では限定内容を規定してい

る企業よりもトラブルがあった割合が多い。 

○ 多様な正社員に限らず労働者全般に関し、就業規則とは別に労働者との間

に個別に労働条件を設定している企業の割合は約４割59である。 

〇 労働組合や労働者側弁護士へのヒアリングでは、次の意見があった。 

                                                      
56 なお、友定事件（大阪地判平成９年９月 10 日労判 725 号 32 頁）は、「労働基準法十五条は、労働
契約の締結に際して、使用者が労働者に対して労働条件を明示すべきことを使用者に義務づける（同
条一項）…ものであって、雇入後に労働契約又は就業規則が変更された場合を律するものではない」
と判示している。 
57 平成 24 年 8 月 10 日基発 0810 第 2 号。 
58 JILPT「多様化する労働契約の在り方に関する調査（企業・個人）」（令和３年１月１日調査時点）。 
59 JILPT「労働条件の設定・変更と人事処遇に関する実態調査」（平成 25 年９月１日調査時点）。 
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・ 地域限定ということの裏返しの問題として、そもそも全国転勤を可能にす

るありよう自体を見直す必要がある。 

・ 法制度に限定内容を明示することについては、職務をどの程度詳細に書き

込むのか次第で取りうる反応が違ってくる（例えば、限定された職務の範囲

が一般事務業務とされた場合、どこまで入るのか、話し合いが必要になる）。 

〇 使用者や使用者側弁護士へのヒアリングでは、次の意見があった。 

・ 労働条件明示義務（雇入れ時、契約変更時）と限定正社員等に対する労働

契約締結時や変更時の書面確認について、規制を行う必要性は認められない。

配置転換可能な範囲を限定してしまうと、時間経過や環境変化による企業再

編時に行き先がなくなり、却ってトラブルの種となる可能性がある。また、

転勤に関して育児や介護などの個人的事情を配慮して謙抑的な態度がとら

れるようになっている印象がある。 

・ 不必要な事務負担拡大は避けるべきであるほか、雇用契約書についてまだ

理解できていない中小企業は多いので、あまり項目を増やすよりは現行の明

示事項を徹底することが大事である。大企業と中小企業では法令改正への対

応力に違いがある点は念頭に置くべき。 

・ 転勤有りの前提である総合職でも家庭の事情等で転勤できないという人

も多いが、他方、総合職と一般職とでは転勤を受け入れるかどうかの違いで

待遇差があり、区分設定や待遇バランスに課題を感じている。 

 

ⅲ 労働契約締結時の労働条件の明示・確認の対象 

○ 前記３（２）ⅰのとおり、現行法上、労働条件の明示事項や就業規則の記載

事項として、就業の場所や従事すべき業務の変更の範囲（将来に向けてどの範

囲で異動がありうるか）までは求められていない。 

○ この点、近年、労働契約の多様化・個別化が進展し、また、国民の権利意識

が高まっていく中で、事前に労働者と使用者の権利義務関係を明確化するこ

とにより、労使が予見可能性を持って納得した上で行動できるようにすると

いう観点や紛争の未然防止を図るという観点が一層重要となってきている。 

○ 労使の予見可能性の向上と紛争の未然防止、労働者の権利意識の向上のほ

か、労使双方にとって望ましい形で、個々人のニーズに応じた多様な正社員の

普及・促進を図る観点から、労働基準法 15 条１項による労働条件明示事項と

して、就業の場所・従事すべき業務の変更の範囲を追加することが適当と考え

られる60。 

                                                      
60 「２．無期転換ルールに関する見直しについて」の関連で言えば、無期転換申込権発生時や無期転
換申込みにより無期契約労働が締結されるタイミングで、労働基準法 15 条１項に沿って使用者から



31 

  これは、就業の場所・従事すべき業務の変更の範囲61については、将来にわ

たり個々人の状況を踏まえた働き方やワーク・ライフ・バランス、キャリア形

成を左右しうるものであり、上記の観点から、その契約内容の設定と明確化が

特に重要となるためである。 

  なお、「変更の範囲」を示すにあたっては、就業の場所・従事すべき業務が

限定されている場合にはその具体的な意味を示すことになり、また、就業の場

所・従事すべき業務の変更が予定されている場合にはその旨を示すことにな

る62。さらに、就業の場所・従事すべき業務の変更の範囲を明示することとし

たとしても、現行の労働基準法 15 条１項に基づき行われている「雇入れ直後

の就業の場所及び従事すべき業務の明示」についても、労働契約締結に当たり

予期に反した場所や業務での労働を強いられることのないよう、引き続き求

めることが適当である。 

○ 労働条件明示事項に就業の場所・従事すべき業務の変更の範囲を追加する

場合、 

 ・ 労働者としては、配置転換等がされる可能性のある範囲を認識できるほか、

限定がある場合にはそのことをより信頼することができ、キャリア形成や

ワーク・ライフ・バランスを図りやすくなると考えられる。 

・ 使用者としては、特定された勤務地や職務を志向する優秀な人材を確保

（採用・定着）しやすくなると考えられる。 

 ・ 労働者の権利意識を向上させ、労使が労働条件を確認し合う契機となり、

紛争の未然防止効果も期待できると考えられる。 

○ また、労働条件明示事項に就業場所・業務の変更の範囲を追加することに伴

い、 

・ 明示された就業の場所や従事すべき業務が無くなったことを理由に解雇

が促進されかねないとの懸念が考えられるが、これに対しては、限定された

就業の場所・従事すべき業務が廃止されたとしても、当然解雇が正当化され

                                                      
無期転換後の労働条件を明示するにあたり、業務や場所の変更の範囲の明示を今後行うこととなれば、
その明示のタイミングで労働者として一層明確に無期転換後の労働条件を把握できると言える。 
61 勤務時間については、現行規定下でも始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無等の
明示により、限定性は明示されていると考えられるため、対応不要と考えられる。その他、労働基準
法施行規則５条１項２号以降の項目（賃金等）は就業規則の規定と基本的に合致するほか、労働基準
法施行規則５条１項１号・１号の２は契約期間に関する確定した労働条件と考えられる。 
62 例えば、東京 23 区内に限定されている場合は「勤務地の変更の範囲：東京 23 区内」と示されるこ
とが想定され、また、勤務地に限定がない場合は「勤務地の変更の範囲：会社の定める事業所」と示
されることが想定される。 
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るということにはならないこと等、裁判例等に基づく考え方63を周知するこ

とが適当である。 

・ 労働者にとってはキャリアの固定化、使用者にとっては人事制度の硬直化

の懸念があるとの指摘もあるが、これに対しては、転換制度の設定・促進や

労働条件変更時の明示ルールの整備、これまでの裁判例の蓄積から整理でき

ることの発信等で対応することが考えられる。なお、育児や介護の必要など

の事情に基づき、人事の運用上柔軟な対応を図ることは労働契約締結時に変

更の範囲に制限なしとされた労働者に対しても可能であり、かつ育児・介護

休業法等の趣旨に照らして望ましいことを周知する必要がある。 

・ 社員区分の違いによる処遇差について労働者の不満が顕在化するといっ

た指摘が考えられるが、これに対しては、説明や議論・協議など労使コミュ

ニケーションを充実させるとともに、労働契約関係を明確化した上で顕在化

したそうした不満への対応を促すことで労使の納得感の醸成を図ることが

考えられる。 

○ 転勤64の場合の条件（どのような場合に転勤する可能性があるか等）につい

て明示することも検討対象となるが、労働基準法の労働条件明示義務として

規律するというより、転勤命令の有効性等の民事上の効力に関わる労働契約

法の問題として捉えるべきものである。また、こうした「転勤の場合の条件」

や更には「今後のキャリアをどのように展開していくことができるか」につい

ても、労働契約法４条の趣旨を踏まえた説明を促すよう、周知に努めることが

適当である65。 

                                                      
63 後記３（２）ⅴ参照。 
64 「転勤」とは、労働者の転居を伴う配置の変更について用いられる場合と、転居を必要としない場
合を含め労働者の就業場所の変更を伴う配置の変更について用いられる場合とがある。ここでは、特
に生活の本拠が変わることの影響に着目し、転居を伴う配置の変更を「転勤」という。 
65 本文記載のほか、 
① 労働契約法に規定する労働契約の内容の確認について、職務や勤務地等の限定の内容について書

面で確実に確認できるような方策や、 
② 労働基準法に規定する就業規則の記載内容について、労働者の勤務地の限定を行う場合には、そ

の旨が就業規則に記載されるような方策 
も検討対象となる。 

①については、勤務地・職務等の限定の内容について書面で確認することが望ましいことは現行の
労働契約法４条２項に包含されているため、限定内容の確認について改めて規定する必要はないと考
えられる。また、労働基準法 15 条１項の労働条件明示の対象とすることで対応できると考えられる。 

また、②については、勤務地や職務の限定は個別契約で規律されることが多いと考えられるため、
必ずしも就業規則による規律はそぐわないという面があること、原則限定や原則無限定の場合を想定
したときに、限定有とするかどうかを巡って現場の実務が混乱する可能性があること、また、転居を
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○ 上記の法令改正と併せて、平成 26 年に作成した「雇用管理上の留意事項」

やモデル就業規則の改訂・周知等を通じて、 

・ 仮に変更の範囲に限定をかける場合に、限定された就業の場所や従事すべ

き業務が消滅したときの留意点や雇用保障に関する裁判例を提供すること 

・ 幅広いキャリアを志向する労働者の職務が固定化されないようにするこ

とが望ましい旨の周知を行うこと 

・ 多様な正社員制度の導入の好事例の収集・周知を行うこと 

が適当である。 

 

ⅳ 労働条件が変更された際の労働条件の明示・確認とその対象 

（総論） 

〇 多様な正社員の労働条件の限定内容について、直近５年間に会社の都合で

変更したことがある労働者は 11.1％おり、そのうち会社が労働者の同意を得

ないまま変更がなされたと回答した労働者が約４分の１であった。 

○ 勤務地限定正社員や職務限定正社員、パートの（予定外の）配置転換を行っ

た企業が約３～４割程度であった。 

〇 現行、契約締結時は労働基準法 15 条１項の明示義務があるものの、労働条

件が変更された際に、当該変更された後の労働条件を明示することは義務付

けられていない。しかし、労働契約に定められた範囲外への異動等も一定程度

見られる中、 

・ 特に個別合意による労働条件の変更がなされた場合に、書面で変更及びそ

の内容を示されることが現行法上は保障されていない66が、労働条件の変更

とその内容を示すこととすることで、労使双方ともその内容の確認の機会が

保障され、変更をめぐる紛争の防止等に資すること、 

・ 前記３（２）ⅲのとおり仮に就業の場所・従事すべき業務の変更の範囲の

明示を契約締結時に義務付ける場合に、変更後の労働条件を明示しなければ、

当該変更前の労働条件が存続しているものと誤解したままとなるリスクが

あること 

から、労働基準法 15 条に基づく書面明示については、労働条件の変更時も明

示すべき時期に加えることが適当67である（明示を求める場面及び事項につい

                                                      
伴う配置転換の有無について規定することも検討対象たり得るが、これについても、「転居を伴う」
かどうかは個々人の判断によること等を踏まえれば、慎重に検討するべきと考えられる。 
66 労働契約法４条は、労働契約の内容についてできる限り書面により確認するものと規定しているが、
労働条件について確実に書面で示すことを担保するものではない。 
67 諸外国や他の法令では、労働条件の変更に関して、EU 指令や、イギリス、ドイツにおいて労働条
件明示の規定が見られるほか、次のような規定が置かれている。 
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ては後に検討する）。 

 

（変更後の労働条件の明示を必要とする場面） 

○ 以上のように、労働条件の変更時も労働基準法 15 条に基づく書面明示の対

象に加えることとする場合、どのような場面の労働条件の変更を対象とする

かが問題となるが、労働条件の変更の手法68という観点からみると、以下のよ

うなものが考えられる。 

① 個別契約によって労働条件が変更された場合 

② 就業規則の新設・変更によって労働条件が変更された場合 

③ 労働協約の締結・改廃によって労働条件が変更された場合 

④ 法令の新設・改廃によって労働条件が変更された場合 

⑤ 使用者の業務命令等によって元々規定されている変更の範囲内で労働条件

が変更された場合 

〇 以上のうち、現行法制度の下では、労働条件が変更されても書面明示義務が

なく、労働条件がどのように変更されたのか等が不明確になるリスクがある

点で共通している。 

○ 特に①個別契約のケースについては、他に変更内容を書面で確認できる制

度的担保がないため、労働基準法 15 条１項の労働条件明示と同様に明示の対

象とすることが適当である69。 

〇 ②就業規則の新設・変更のケースについては、就業規則の新設・変更により

労働条件が変更された際に、その内容を個々の労働者に書面等により明示す

るとすることが本来的には望ましい。他方、労使双方がその内容を書面等で確

認できるようにするという観点からは、就業規則は労働基準法 106 条１項に

より労働者への周知義務があることや、個別明示の有効性が実際には必ずし

                                                      
・ 韓国では、勤労基準法 17 条 1 項柱書において「使用者は、勤労契約を締結する際に、勤労者に

次の各号の事項を明示しなければならない。勤労契約締結後次の各号の事項を変更する場合も、ま
た同じ。」と定められている。 

・ 日本では、船員法 36 条２項において、「船舶所有者は、雇入契約の内容…を変更したときは、遅
滞なく、…その変更の内容並びに当該変更について船員と合意した場所及び年月日を記載した書面
を船員に交付しなければならない。」と定められている。 

68 JILPT「労働条件の設定・変更と人事処遇に関する実態調査」（2013 年９月１日調査時点）では、
労働者全般に関して、直近５年間に労働条件を変更したことがある企業のうち、就業規則の変更によ
る場合が 92.6％、個別の労働契約による場合が 14.5％、労働協約の締結・変更が 13.6％であった（複
数回答）。 
69 後記⑤に関連して、元々規定されていた変更の範囲を超える変更については、そもそも使用者か
らの一方的な業務命令では当該変更を行うことができず、個別契約（合意）等によることが必要に
なるので、①の取扱いに従うべきこととなると考えられる。 
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も高いとはいえない70こと、更に使用者側の負担や煩雑さにも鑑み、就業規則

の周知を徹底することを前提に、就業規則による変更後の労働条件の明示ま

では不要71と考えられる。 

  なお、 

 ・ 労働基準法 15条の労働条件明示と同法 106 条１項の就業規則の周知につ

いて、契約締結時はいずれの義務もあることとの対比で、②の場合に同法 15

条の明示の対象外とする根拠が乏しいほか、同法 15 条の明示と同法 106 条

１項の周知とでは要求される義務内容が異なっていることを踏まえて、②

の場合も変更後の労働条件明示の対象とすべきとの意見もあった。 

 ・ 就業規則の変更にあたり個別合意を得る例（②でありつつ①でもある例）
72については、個別合意を得る際に労働条件明示をすれば使用者側の負担が

過重とまでは言えないことや個別合意を得ていることを踏まえて労働条件

明示は必要とする意見があった一方、就業規則と同じ内容で個別契約を締結

すること、労働条件の変更にあたって判例法理により十分な個別的説明が求

められていることを踏まえて労働条件明示は不要とする意見もあった。 

○ ③労働協約の締結・改廃については、労使自治に委ねられるべきものであり、

また、④法令の新設・改廃については、一般に公表され、労働者も知りうる情

報であることから、③・④のケースについては、変更後の労働条件の明示は不

要と考えられる。 

○ 他方、⑤元々規定されている変更の範囲内での使用者の業務命令等による

労働条件の変更については、労働者の元々の認識の範囲内であるほか、使用者

側の負担も勘案し、労働基準法による変更後の労働条件明示は不要と考えら

れる。一方で、変更の際の手続の問題として、労働契約法４条を踏まえ、使用

者が変更(配置転換等)の必要性等について労働者に説明しその理解を促進す

ることが重要といえる。 

なお、⑤以外の労働条件の変更のケースにおいても、使用者としては、労働

                                                      
70 締結時の条件明示において「就業規則○条による」という記載が一定の条件の下で許容されている
ことを前提とすれば、就業規則によって労働条件を変更しても、「第○条」という通知になることも
想定されることから、新たに変更後の労働条件の明示義務を課したとしても労働者にとってわかりや
すいものとは言えないと考えられる。 
71 就業規則による労働条件の不利益変更であれば、労働契約法 10 条で、就業規則の契約変更効の発
生要件として、労働者に対する実質的周知、すなわち、労働者が知ろうと思えば知りうる状態におく
こと、が必要とされているほか、諸般の事情に照らし実質的周知を欠くとされた例（中部カラー事件
（東京高判平成 19 年 10 月 30 日労判 964 号 72 頁））があり、こうした観点からも、現行において
も、就業規則の実質的な周知は一定程度担保されていると考えられる。 
72 山梨県民信用組合事件（最二小判平成 28 年 2 月 19 日民集 70 巻 2 号 123 頁）等。 
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契約法４条を踏まえた労働者の理解促進を図ることが重要である。 

○ また、労働条件の変更についての民事上の有効性が裁判等で問われるケー

スも想定されるが、その有効性とは関係なく、労働条件の変更があった場合に

は、変更後の労働条件の明示を課すことが適当である。その際、変更後の労働

条件が書面等で明示されたとしても、当該明示によって直ちに労働条件の変

更が民事上有効と認められるわけではないことも併せて周知していくことが

必要である。 

 

（明示事項） 

〇 以上に加えて、変更があった場合に書面で明示すべき事項については、締結

時に書面明示すべきとされている項目全てとするか、就業の場所及び従事す

べき業務のみとするかが問題になるが、 

・ 現行の労働基準法 15 条１項後段の書面明示事項（以下、単に「書面明示

事項」という。）はどれも基本的なものであること 

・ 上述のとおり労働条件の変更のケース①の場合のみ変更後の労働条件明

示を行うのであれば、変更後の労働条件明示の対象と考えうる賃金等の書面

明示事項は個別的に労働条件が決定・変更されるものに限定され、その点で

も場所・業務と区別する理由はないこと 

・ 他法令や諸外国の例でも73場所・業務に限らず変更後の労働条件明示を行

っているほか、労働条件が変更される事項としては賃金や退職制度等が多数

を占めていること74 

から、締結時に書面明示すべきとされている項目全てとすることが考えられる。 

 他方で、これらの検討については、個別合意による労働条件の決定・限定が

重要になる「多様な正社員の雇用ルールの明確化」を議論の出発点としており、

前記３（２）ⅲに記載のとおり、場所・業務については契約内容の設定と明確

化が特に重要であることや、変更後の労働条件の明示を必要とする場面の検討

                                                      
73 船員法においては、変更後の労働条件の明示等にあたっては、業務や場所に限らず明示している。
平成 24 年 10 月 26 日付け厚生労働省告示第 551 号による改正前の「有期労働契約の締結、更新及び
雇止めに関する基準」（平成 15 年厚生労働省告示第 357 号）においては、更新の有無及び更新の判断
基準に関して変更する場合には、当該契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容を明示しな
ければならないこととされていた。韓国・イギリス・ドイツでは、場所・業務のほか、賃金や所定労
働時間も、変更時の明示の対象とされている。 
74 JILPT「労働条件の設定・変更と人事処遇に関する実態調査」（2013 年９月１日調査時点）。なお、
賃金や退職制度等の労働条件変更と説明の十分性等をめぐる裁判例としては、東武スポーツ（宮の森
カントリー倶楽部・労働条件変更）事件（東京高判平成 20 年 3 月 25 日労判 959 号 61 頁）、技術翻
訳事件（東京地判平成 23 年 5 月 17 日労判 1033 号 42 頁）がある。 
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がある程度シンプルになることから、まずは場所・業務を変更後の労働条件明

示の対象とし、それ以外の書面明示事項は今後更に検討すべきという意見もあ

った。 

  いずれにせよ、前記３（２）ⅲのとおり、労働契約締結時の労働条件明示事

項に就業の場所・従事すべき業務の変更の範囲を追加することが適当であるこ

とから、今後、本報告書で提言した変更の範囲の明示や変更後の労働条件の明

示の措置がなされるのであれば、就業の場所・従事すべき業務の変更の範囲を

変更する場合も明示事項に加えられることになると考えられる75。 

○ なお、明示の必要性や使用者側の負担軽減等の観点から、 

・ 就業規則に規定された変更の範囲内及び労働契約締結時に書面明示され

た変更の範囲内で労働条件が変更された場合は変更後の労働条件明示の対

象外とする76ほか、 

・ 変更後の労働条件全体ではなく、変更内容のみの明示で足りることとする 

等の配慮が必要である。 

また、労働契約締結時の書面明示事項を変更後の労働条件明示の対象とする

場合、書面の内容は、現行の労働条件通知書に準じて簡便な明示が可能なもの

とすべきである。 

 

（その他明示に関する事項） 

○ 労働契約締結時の変更の範囲の明示義務化の施行前に労働契約を締結した

労働者については、労働契約締結時に変更の範囲が明示されていないことも

少なくないと考えられることから、労働者からすれば、労働条件の変更前後に

おける相違点が把握しづらい可能性も考えられる。 

○ この点については、労働契約法４条の趣旨に照らして、例えば、使用者は、 

・ 労働者からの要求があれば、要求時点の労働条件を書面で明示すること 

・ 労働条件が変更された場合の当該変更後の労働条件明示の際に、変更前後

の労働条件の相違点が分かるように説明すること 

が望ましいことを示していくことが考えられる。 

                                                      
75 本報告書で提言した変更の範囲の明示や変更後の労働条件の明示の措置がなされるのであれば、例
えば、就業場所の変更の範囲を東京 23 区内と明示していたところ、その変更の範囲に神奈川県も追
加されることとなる場合には、その旨も明示すべきこととなると考えられる。 
76 例えば、賃金については、通達において「労働契約締結後初めて支払われる賃金の決定、計算及び
支払いの方法」とされており（昭和 51 年９月 28 日基発 690 号）、変更後の労働条件明示は「賃金の
決定、計算及び支払いの方法」が変わるタイミングで必要とすることが考えられる。なお、就業規則
に規定されている賃金テーブル内で号俸が変わることに伴い賃金が変わっても、「賃金の決定、計算
及び支払いの方法」自体は変わっていないため、変更後の労働条件の明示は不要と考えられる。 
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○ また、変更後の労働条件明示にあたっては、就業規則の有無77により実務上

の負荷が変わることも踏まえれば、特に中小企業に関して、就業規則作成義務

のない小規模事業場を中心に、変更後の労働条件明示の実施にあたっての支

援が必要と考えられる。 

○ 変更後の労働条件明示については、労働契約締結時の労働条件明示よりも、

電子的な方法による明示78が認められる範囲を広げるべきとの意見があった。 

 

（就業規則の周知方法） 

○ 就業規則については、労働基準法 106 条１項及び労働基準法施行規則 52 条

の２において、作業場の見やすい場所に常時掲示するか備え付ける、労働者に

交付するなどの方法により周知しなければならないとされており、 

・ 労働者が必要なときに容易に確認できる状態にあることが「周知させる」

ための要件であること79 

・ 就業規則の変更等周知させるべき事項の内容に変更があった場合にも、当

該変更後の内容を労働者に周知させなければならないものであること80 

という解釈が示されているところである。 

〇 上述のとおり、変更後の労働条件の明示を必要とする場面の検討において、

「②就業規則の新設・変更によって労働条件が変更された場合」については、

労使双方が変更後の労働条件の内容を書面等で確認できるようにするという

観点から、就業規則は労働基準法 106 条１項に労働者への周知義務があるこ

と等に鑑みて、就業規則の周知の徹底を前提に、労働基準法 15 条に基づく労

働条件明示までは不要と考えられるとしていることからも、労働契約関係の

明確化を図るに当たって、就業規則の周知の徹底は重要であると考えられる。 

○ 労働者に対する交付以外の方法によって就業規則の周知がなされている場

合、労働者が当該就業規則に現実には容易にアクセスできない可能性がある

ため、就業規則を備え付けている場所等が労働者に周知されるような方策に

ついて、検討することが必要である。 

  また、労働者から申し出があったときにのみ就業規則を見せているような

取扱いでは必ずしも労働者が必要なときに容易に確認できる状態とはいえな

                                                      
77 平成 30 年労働基準監督年報によれば、平成 26 年７月１日現在で、事業場数計 4,120,804 のうち、
労働者数が 10 人未満の事業場は 3,019,957（73.3％）であった。 
78 現行、労働基準法 15 条１項後段に基づく労働条件明示の方法は、書面のほか、労働者が希望した
場合は、FAX や電子メール、SNS 等でも明示できることとされている（労働基準法施行規則５条４
項）。 
79 平成 11 年３月 31 日基発第 169 号。 
80 平成 11 年１月 29 日基発第 45 号。 
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いのではないかとの意見があり、就業規則を必要なときに容易に確認できる

方策について、検討することが必要である。 

○ 就業規則の変更のタイミングで、当該変更があったことや変更内容を周知

することを促していくことが重要と考えられる。 

 

ⅴ 労働契約関係の明確化を図る場合の留意点 

○ 労働契約関係の明確化を図る場合に留意すべき点については、これまでも

上述の「雇用管理上の留意事項」において整理して周知されてきたところだが、

労使の紛争の未然防止や予見可能性の向上の観点から、裁判例等の内容をま

とめて、考え方を整理して労使に示していくことが重要と考えられる。 

そうしたことから、労働条件の変更に関する考え方や、多様な正社員の勤務

地や職務の変更（限定範囲を超えた転勤、配置転換等）、社員区分間の転換、

事業所・部門の廃止等を行う場合の配置転換や解雇に関する考え方について、

別紙２のとおり整理した。 

○ 今後、別紙２に記載した考え方について、労使に周知していくことが適当で

ある。特に、 

・ 勤務地や職務等についての限定合意が認められる場合、当該限定合意に反

する配置転換命令は、労働者の自由な意思による同意がない限り効力を有し

ないものとされること 

・ 限定合意を変更するための労働者の同意は、労働者の任意（自由意思）に

よるものであることが必要となること 

・ 限定された勤務地・職務が廃止されたとしても、それによる解雇が当然に

正当化されることにはならないこと（使用者が一方的に配置転換を命じるこ

とはできず、事案の内容に応じ、配置転換の打診や退職金の上乗せ等の解雇

回避努力義務を尽くすことが求められること） 

・ 使用者が提示する労働条件の変更に応じないことを理由とする解雇（いわ

ゆる変更解約告知）については、その解雇の有効性の判断枠組みに関し、裁

判所の判断も分かれていることに注意を要すること 

・ いわゆる正社員も含めて、規定されている変更の範囲内の労働条件変更で

あったとしても、労働者の個々の具体的な状況への配慮や、労働者の理解を

得るための丁寧な説明が必要とされうること 

について、周知していく必要がある81。 

                                                      
81 採用時から限定されているか又は途中から限定されるかによって、雇用保障の度合いが違うという
ことがありうるとの意見もあった。なお、契約内容の変更後の雇用終了の規律との関係では、元々正
社員だった労働者が、育児や介護等の事情により有期雇用契約等となった事案で、雇止めにあたって
解雇権濫用法理が類推適用されるというべき等とされた事例（医療法人清恵会事件（大阪高判平成 25
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 その際、使用者側については、経営陣や人事担当だけがこれらのルールを知

っていれば足りるものではなく、現場の管理職が変更の範囲を超えた業務指示

をすることがないように、管理職教育がなされることも重要である。 

 また、司法上は、解雇回避努力義務や被解雇者選定の妥当性等の判断に当た

って転勤や配置転換が可能な範囲が考慮される傾向があると言えるため、労働

者として、そのような差がありうることを踏まえて多様な正社員を選択するか

どうかの判断を行うことができるよう周知していくことが適当である。 

                                                      
年 6 月 21 日労判 1089 号 56 頁）、情報技術開発（保全異議）事件（大阪地決平成 8 年 1 月 29 日労判
689 号 21 頁））もある。 
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４.労使コミュニケーション等について 

（１）無期転換関係 

〇 労働基準法 90 条１項において、使用者が就業規則の作成等について意見聴

取しなければならないのは、事業場の労働者の過半数代表82とされており、無

期転換者の就業規則を作成するとした場合、関係する労働者（無期転換者・有

期契約労働者）の意見が聴かれるとは限らないため、無期転換に係る人事制度

等を定めるにあたって関係する労働者の意見が適切に反映されるよう、労使

間でのコミュニケーションを促すことが適当である。 

特に、パート・有期労働法７条において、有期契約労働者に係る事項につい

て就業規則を作成・変更しようとするときは、有期契約労働者の過半数を代表

すると認められるものの意見を聴くように努めることとされており、無期転換

申込みに関する事項を就業規則に定める場合には、同条が適用されることを周

知することが適当である。 

無期転換者に係る就業規則を作成するにあたっては、意見反映の役割を担う

過半数組合や過半数代表者83によって、関係する当事者の意見が適切に集約さ

れて、使用者に伝えられることが重要である。過半数代表が意見を集約する対

象者については有期契約労働者及び無期転換者が適当とも考えられるが、最終

的には各企業の実情を踏まえながら適当な対象者から意見が酌み取られるべ

きものと考えられる。 

〇 無期転換に係る人事制度を就業規則で規定する場合、労働契約法７条又は

10 条に照らして合理性があることが必要である。この点、無期転換後の労働

条件設定に関しては、同法７条の枠組みで判断される場合でも、ある程度踏み

込んで合理性の判断をしたと解されるものもある。そのため、同法７条の枠組

みでも、使用者が対象労働者の意見をどの程度聴いたかが、合理性の判断に影

響を与える可能性があるとも考えられる。このことを踏まえて、関係当事者の

意見が十分に聴取されることが望ましいことについて企業に対して周知する

ことで、関係する労働者の意見を酌み取られることを促進することが考えら

れる。 

○ また、パート・有期労働法 16 条において、事業主は有期雇用労働者の雇用

管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する有期雇用労働者からの相談

に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければならないことと

されているが、無期転換申込権の行使の保護についても同条の「有期雇用労働

                                                      
82 過半数代表とは、過半数組合と過半数代表者を総称したものである。 
83 事業場の労働者の過半数で組織する労働組合が存しない場合に、就業規則の制定・改正の意見聴取
の当事者となる、労働者の過半数を代表する者。 
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者の雇用管理の改善等に関する事項」に当たることを解釈として示し、会社内

で無期転換について相談できる体制が構築されるように促すことを検討して

いくことが適当である。 

〇 更に、有期労働契約時には更新の際に労働条件について交渉する機会があ

り、また、正社員であれば人事評価がある一方で、無期転換者にはそうした機

会がない可能性があるので、 

・ 使用者に対しては、無期転換者について、職場でどのようにマネジメント

すればいいか、どのように活かすか、そのために何が必要かについて、 

・ 無期転換申込権の行使を検討する労働者や無期転換者に対しては、雇用の

安定によって、様々なキャリア形成や能力形成を行うことができることにつ

いて、 

行政は、それぞれ好事例とともに示していくことが考えられる。 

 

（２）多様な正社員関係 

○ 労働契約法３条２項では、労働契約は就業の実態に応じて、均衡を考慮しつ

つ締結し、又は変更すべきとしているが、これには、上述した無期転換者はも

とより、いわゆる正社員と多様な正社員の間の均衡も含まれる。同項を踏まえ

て、多様な正社員についてもいわゆる正社員との均衡を考慮することが望ま

しい。 

○ また、現状においては、勤務時間限定正社員の活用例が比較的少ないが、い

わゆる正社員の働き方が所定外労働を前提とし、職務の切り出しが難しいこ

とも背景にあることから、勤務時間限定の働き方を選択しやすくするために

も、いわゆる正社員の働き方の見直しの検討を労使で進めることが望ましい。 

○ また、勤務地限定正社員や職務限定正社員という働き方を選択しやすくす

るため、いわゆる正社員も含め、転勤や配置転換の必要性と意義の点検、その

期間の見直しなどを行うことが考えられる。 

○ 更に、そもそも勤務地限定正社員、勤務時間限定正社員などへのコース区分

の変更を伴うことなく、いわゆる正社員についても、勤務地や勤務時間を限定

する必要がある時期だけ、人事管理の運用上柔軟に限定する方法や、一定期間

だけ勤務地等を固定する方法も考えられる。 

○ 更に、労働契約法３条３項では、労働契約は労働者及び使用者が仕事と生活

の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものであることを規定してお

り、これには多様な正社員といわゆる正社員の間の転換制度を設けることも

含まれる。同項を踏まえて転換ができるようにすることが望ましい。 

○ 以上は、勤務地等が限定された多様な正社員を超えて、労働者全体の人事制

度の設計・運用にかかわるものであるため、これらについての取組を考える場
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合には、関係する労働者の意見が適切に反映されるよう、労使間でのコミュニ

ケーションを促すことが適当である。こうした取組は、いわゆる正社員と多様

な正社員の間に不合理な格差があるかどうかの見直しにもつながりうるもの

と考えられる。 

 

（３）無期転換・多様な正社員共通 

〇 無期転換者と多様な正社員の双方について、いわゆる正社員とのバランス

のとり方が難しいこと等が使用者側から課題として指摘されているが、この

指摘は、これらの労働者の位置づけが企業における人事制度やキャリアコー

ス全体に関わるものであることを示している。 

また、一方で無期転換者・多様な正社員が、他方でいわゆる正社員が、それ

ぞれ待遇に不満を持つケースが見られるが、客観的に不合理な待遇差がある場

合のほか、労使コミュニケーションが不十分であるために理解の相違がある場

合も考えられる。 

○ そのため、無期転換や多様な正社員の制度については、労働者全体に関わる

ものとして、雇用形態間の待遇の納得感が得られるようにするため、法律上明

示が義務づけられる労働条件に当たらないものも含めて、適切に労使間のコ

ミュニケーションを図りながら制度の設計や運用を行うことが求められる。

その際、労働組合がある場合には労働組合との間での協議を行い、労働組合が

ない場合であっても、労使委員会をはじめとした労使協議組織との協議を行

うなど、各企業の実情に応じて、様々な労働者の利益が広く代表される形での

労使コミュニケーションを行うことが重要である。また、労働者間の納得感を

醸成するためにも、雇用形態の異なる労働者間の情報共有やコミュニケーシ

ョンが行われることも重要である。こうしたことにより、労働者自身も、自ら

の働き方や求められる役割を認識した上で、その能力を発揮し、職責を果たし

ていくことが期待される。 

○ また、そうしたプロセスを経ての制度の設計や運用が労働者にフィードバ

ックされることは、労働者のキャリア設計や働きがいの増進に貢献しうるも

のであり、また、更に各企業のこれらの人事制度や運用面での特色を社外に公

表すれば、有益な人材の獲得や、ひいては企業のパフォーマンス向上にも資す

る効果も期待できる。 

○ 労使コミュニケーションの方法については、各企業の状況に応じて様々な

取組が考えられることから、行政として、各企業の取組事例を把握して周知し

ていくことも考えられる。 

○ 一つの企業内に様々な労働者が存在し、特に無期転換者については労働組
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合への加入資格のある者が半数程度84にとどまる中で、無期転換や多様な正社

員に係る制度等について、個々の対象となる労働者の意見を吸い上げること

とともに、労働者全体の意見を調整することも必要である。 

  そうしたことを踏まえ、 

①  労働組合については、随時、使用者と労働者のニーズや諸問題に関する

情報共有や議論を行うこと、無期転換や多様な正社員等の多様な働き方の

選択肢を労働者自らが適切に選択できるような支援を行うよう努めること 

②  過半数代表者については、公正性を担保するため、適正な手続で選任さ

れること、身分が保障され不利益な取扱いを受けないようにすること 

③  労働組合・過半数代表者いずれにしても、過半数代表としての役割を果

たすに当たっては、無期転換者や多様な正社員を含む全ての労働者の利益

を代表するように努めること 

等を周知ないし促進していくこと85が適当である。また、労働基準法施行規則

６条の２第４項に基づき、使用者は、過半数代表者が法に規定する協定等に関

する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮を行わなければなら

ない旨を周知していくことが適当である。 

その上で、過半数代表者に関する適正な手続での選任の確保等の制度的担保

や新たな従業員代表制の整備を含め、多様な労働者全体の意見を反映した労使

コミュニケーションの促進を図る方策も中長期的な課題である。

                                                      
84 JILPT「多様化する労働契約の在り方に関する調査（個人）」（令和３年１月１日調査時点）におい
て、現在正社員である者を除く無期転換社員の労働組合加入資格がある割合は 51.9％、加入資格がな
い割合は 26.2％。 
85 ③について言えば、過半数代表がより適切に多様な労働者の意思を踏まえることができるような工
夫として、例えば、過半数代表者の選任のための投票等に併せて議案に対する意見を提出させ、これ
を過半数代表者が集約する等により、対象労働者の意思が反映されるようにする等の方法も考えられ
ることを周知すること等が考えられる。 
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多様化する労働契約のルールに関する検討会 開催要項 

 

  

 

１．趣旨・目的 

労働契約法の一部を改正する法律（平成 24 年法律第 56 号）附則第３項において、同法

施行後８年を経過した場合において、改正労働契約法第 18条の規定に基づく無期転換ルー

ルについて、「その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その

結果に基づいて必要な措置を講ずるもの」とされている。 

また、勤務地限定正社員や職務限定正社員等の「多様な正社員」は、ルールによって無期

雇用となった社員の重要な受け皿の１つとして期待されるところ、規制改革実施計画（令和

元年６月閣議決定）において、令和２年度中に多様な正社員の雇用ルールの明確化について

検討を開始することとされている。 

このため、無期転換ルールの見直しと多様な正社員の雇用ルールの明確化等について検

討を行うことを目的として、「多様化する労働契約のルールに関する検討会」を開催する。 

 

２．検討事項 

 無期転換ルールの見直しと多様な正社員の雇用ルールの明確化等の検討 

 

３．運営 

⑴ 本検討会は、厚生労働省労働基準局長が学識経験者（次頁）の参集を求めて開催する。 

⑵ 本検討会においては、必要に応じ、⑴の参集者以外の学識経験者及び実務経験者等の出

席を求めることがある。 

⑶ 検討会、会議資料及び議事録については、原則として公開とする。ただし、個社のヒア

リング等、公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそ

れがある場合等において、座長が非公開が妥当であると判断した際には、非公開とする

ことができる。なお、非公開とする場合には、その理由を明示するとともに、議事要旨

を公開する。 

⑷ 本検討会の座長は、参集者の互選により選出し、座長代理は座長が指名する。 

⑸ 本検討会の庶務は、厚生労働省労働基準局労働関係法課において行う。 

  

参考資料１ 
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多様化する労働契約のルールに関する検討会 参集者名簿（五十音順） 

  

 

 

 

安藤
あんどう

至大
むねとも

  日本大学経済学部教授 

 

戎野
えびすの

淑子
す み こ

  立正大学経済学部教授 

 

桑村
くわむら

裕美子
ゆ み こ

  東北大学大学院法学研究科教授 

 

坂爪
さかづめ

洋美
ひ ろ み

  法政大学キャリアデザイン学部教授 

 

竹内
たけうち

（奥野
お く の

）寿
ひさし

 早稲田大学法学学術院教授 

 

両角
もろずみ

道代
み ち よ

  慶應義塾大学大学院法務研究科教授 

 

◎山川
やまかわ

隆一
りゅういち

  東京大学大学院法学政治学研究科教授 

 

◎：座長 
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多様化する労働契約のルールに関する検討会 開催経過 

 

 

第１回（令和３年３月 24日）  ：無期転換ルールと多様な正社員の雇用ルール等に関す

る現状等について   

第２回（令和３年４月 20日）  ：企業及び労働組合からのヒアリング 

第３回（令和３年 5月 27日）  ：企業及び労働組合からのヒアリング 

第４回（令和３年６月 24日）  ：有識者からのヒアリング      

第５回（令和３年７月 28日）  ：無期転換ルールと多様な正社員の雇用ルール等に関す

る実態調査について 

第６回（令和３年８月 31日）  ：無期転換ルールに関する論点について 

第７回（令和３年９月 17日）  ：無期転換ルールに関する論点について 

第８回（令和３年 10 月 12 日）  ：無期転換ルールに関する論点について 

第９回（令和３年 11 月 12 日）  ：多様な正社員の雇用ルール等に関する論点について 

第 10回（令和３年 12月 22 日）  ：多様な正社員の雇用ルール等に関する論点について 

第 11回（令和４年１月 24 日）   ：無期転換ルール及び多様な正社員の雇用ルール等に関      

する論点について 

第 12回（令和４年２月 22 日）   ：取りまとめに向けた議論等  

第 13 回（令和４年３月 17 日）   ：取りまとめに向けた議論  

  

参考資料３ 



57 

これまでの閣議決定等における記載 

  

 

○労働契約法の一部を改正する法律（平成 24 年法律第 56 号）附則 

（検討）  

３ 政府は、附則第一項ただし書に規定する規定の施行後八年を経過した場合において、新

労働契約法第十八条の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があ

ると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

○有期労働契約の在り方について（建議）（平成 23 年 12 月 26 日）抄 

（前略）転換が初めて生じ得る時期から３年を経過した場合において、利用可能期間満了

前の雇止めが懸念された議論の過程を踏まえ、施行の状況を勘案し、期間の定めのない労働

契約に転換させる仕組みについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるこ

ととすることが適当である。 

 

○働き方改革推進法案の附帯決議（参・平成 30 年６月 28 日）抄 

労働契約法第 18 条の無期転換権を行使した労働者について、労働契約法による無期転換

の状況等を踏まえ、必要な検討を加えること。 

 

○規制改革実施計画（令和元年６月 21 日閣議決定） 抄 

 「勤務地限定正社員」、「職務限定正社員」等を導入する企業に対し、勤務地（転勤の有無

を含む。）、職務、勤務時間等の労働条件について、労働契約の締結時や変更の際に個々の労

働者と事業者との間で書面（電子書面を含む。）による確認が確実に行われるよう、以下の

ような方策について検討し、その結果を踏まえ、所要の措置を講ずる。 

■ 労働基準関係法令に規定する使用者による労働条件の明示事項について、勤務地変更

（転勤）の有無や転勤の場合の条件が明示されるような方策 

■  労働基準法（昭和 22 年法律第 49号）に規定する就業規則の記載内容について、労働

者の勤務地の限定を行う場合には、その旨が就業規則に記載されるような方策 

■  労働契約法（平成 19年法律第 128 号）に規定する労働契約の内容の確認について、職

務や勤務地等の限定の内容について書面で確実に確認できるような方策 

 

○規制改革実施計画（令和２年７月 17 日閣議決定） 抄 

 厚生労働省は、令和元年度に実施した無期転換ルールの適用状況についての調査結果等

を踏まえ、労働契約法（平成 19 年法律第 128 号）に定められる無期転換ルールが労働者に

周知徹底されるよう、有期契約が更新されて５年を超える労働者を雇用する企業から当該

労働者に通知する方策を含め、労働者に対する制度周知の在り方について検討し、必要な措

参考資料４ 
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置を講ずる。 

 

○規制改革実施計画（令和３年６月 18 日閣議決定） 抄 

５．雇用・教育等 

（４）多様で主体的なキャリア形成等に向けた環境整備 

 ５ 社会経済環境や雇用慣行などの変化を踏まえた雇用関係制度の見直し 

  b 厚生労働省は、多様な正社員（勤務地限定正社員、職務限定正社員等）の雇用ル

ールの明確化及び労働契約法（平成 19年法律第 128 号）に定められている無期転換

ルールの労働者への周知について、「多様化する労働契約のルールに関する検討会」

において、令和３年公表予定の実態調査結果等を踏まえて議論を行い、取りまとめを

行う。その上で、労働政策審議会において議論を開始し、速やかに結論を得る。その

結果に基づいて必要な措置を講ずる。 

 

○経済財政運営と改革の基本方針 2021（令和３年６月 18 日閣議決定）抄 

５．４つの原動力を支える基盤づくり 

（５）多様な働き方の実現に向けた働き方改革の実践、リカレント教育の充実 

（フェーズⅡの働き方改革、企業組織の変革） 

  ジョブ型正社員の更なる普及・促進に向け、雇用ルールの明確化や支援に取り組む。 
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参照条文 

 
 
○労働契約法（平成 19 年法律第 128 号） 抄 

（目的） 

第１条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成

立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めるこ

とにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じ

て、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。 

 

（労働契約の原則） 

第３条 （略） 

２ 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又

は変更すべきものとする。 

３～５ （略） 

 

（労働契約の内容の理解の促進） 

第４条 使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解

を深めるようにするものとする。 

２ 労働者及び使用者は、労働契約の内容（期間の定めのある労働契約に関する事項を含

む。）について、できる限り書面により確認するものとする。 

 

（労働契約の成立） 

第６条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支

払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。 

 

第７条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条

件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、そ

の就業規則で定める労働条件によるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び

使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、第 12条に該

当する場合を除き、この限りでない。 

 

（労働契約の内容の変更） 

第８条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更する

ことができる。 

 

参考資料５ 
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第９条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の

不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合

は、この限りでない。 

 

（就業規則による労働契約の内容の変更） 

第 10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業

規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働

条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その

他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容

である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労

働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件

として合意していた部分については、第 12 条に該当する場合を除き、この限りでない。 

 

（有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換） 

第 18条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約（契約期間の始期の到来

前のものを除く。以下この条において同じ。）の契約期間を通算した期間（次項において

「通算契約期間」という。）が五年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結して

いる有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務

が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申

込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労

働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件

（契約期間を除く。）と同一の労働条件（当該労働条件（契約期間を除く。）について別段

の定めがある部分を除く。）とする。 

２ 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用

者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期

間のいずれにも含まれない期間（これらの契約期間が連続すると認められるものとして

厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以

下この項において「空白期間」という。）があり、当該空白期間が六月（当該空白期間の

直前に満了した一の有期労働契約の契約期間（当該一の有期労働契約を含む二以上の有

期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の有期労働契約の契約

期間を通算した期間。以下この項において同じ。）が一年に満たない場合にあっては、当

該一の有期労働契約の契約期間に二分の一を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令

で定める期間）以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、

通算契約期間に算入しない。 
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（有期労働契約の更新等） 

第 19 条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する

日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の

満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込み

を拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない

ときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申

込みを承諾したものとみなす。 

一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約

期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了さ

せることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をす

ることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視でき

ると認められること。 

二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更

新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められるこ

と。 

 

附 則 抄 

（検討） 

３ 政府は、附則第一項ただし書に規定する規定の施行後八年を経過した場合において、新

労働契約法第 18 条の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があ

ると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

○専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法（平成 26 年法律第 137 号） 

抄 

（労働契約法の特例） 

第８条 第一種認定事業主と当該第一種認定事業主が雇用する計画対象第一種特定有期雇

用労働者との間の有期労働契約に係る労働契約法第 18 条第１項の規定の適用については、

同項中「五年」とあるのは、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置

法（平成 26 年法律第 137 号）第５条第２項に規定する第一種認定計画に記載された同法

第２条第３項第１号に規定する特定有期業務の開始の日から完了の日までの期間（当該

期間が十年を超える場合にあっては、十年）」とする。 

２ 第二種認定事業主と当該第二種認定事業主が雇用する計画対象第二種特定有期雇用労

働者との間の有期労働契約に係る労働契約法第 18条第１項の規定の適用については、定

年後引き続いて当該第二種認定事業主に雇用されている期間は、同項に規定する通算契

約期間に算入しない。 
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○労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号） 抄 

（労働条件の明示） 

第 15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働

条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その

他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しな

ければならない。 

２、３ （略） 

 

（作成及び届出の義務） 

第 89条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を

作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、

同様とする。 

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に

就業させる場合においては就業時転換に関する事項 

二 賃金（臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。）の決定、計算及び支払の方

法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 

三 退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決

定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 

四 臨時の賃金等（退職手当を除く。）及び最低賃金額の定めをする場合においては、こ

れに関する事項 

五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関

する事項 

六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する

事項 

九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 

十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする

場合においては、これに関する事項 

 

（作成の手続） 

第 90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で

組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働

組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 

２ 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しな
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ければならない。 

 

（法令等の周知義務） 

第 106 条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第 18 条第２項、

第 24条第１項ただし書、第 32条の２第１項、第 32 条の３第１項、第 32 条の４第１項、

第 32条の５第１項、第 34 条第２項ただし書、第 36 条第１項、第 37条第３項、第 38条

の２第２項、第 38 条の３第１項並びに第 39 条第４項、第６項及び第９項ただし書に規

定する協定並びに第 38 条の４第１項及び同条第５項（第 41 条の２第３項において準用

する場合を含む。）並びに第 41条の２第１項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい

場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める

方法によつて、労働者に周知させなければならない。 

２ （略） 

 

○労働基準法施行規則（昭和 22 年厚生省令第 23号）  抄 

第５条 使用者が法第 15条第１項前段の規定により労働者に対して明示しなければならな

い労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第１号の２に掲げる事項については期間

の定めのある労働契約であつて当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する

場合があるものの締結の場合に限り、第４号の２から第 11号までに掲げる事項について

は使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。 

一 労働契約の期間に関する事項 

一の二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 

一の三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 

二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並び

に労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 

三 賃金（退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。）の決

定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 

四 退職に関する事項（解雇の事由を含む。） 

四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方

法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 

五 臨時に支払われる賃金（退職手当を除く。）、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに

最低賃金額に関する事項 

六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 

七 安全及び衛生に関する事項 

八 職業訓練に関する事項 

九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 

十 表彰及び制裁に関する事項 



64 

十一 休職に関する事項 

２ 使用者は、法第 15 条第１項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない

労働条件を事実と異なるものとしてはならない。 

３ 法第 15 条第１項後段の厚生労働省令で定める事項は、第１項第１号から第４号までに

掲げる事項（昇給に関する事項を除く。）とする。 

４ 法第 15 条第１項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する

事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明ら

かとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることがで

きる。 

一 ファクシミリを利用してする送信の方法 

二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる

電気通信(電気通信事業法(昭和 59年法律第 86号)第２条第１号に規定する電気通信を

いう。以下この号において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該労働者が当該

電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。) 

 

○短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第 76

号)  抄 

（就業規則の作成の手続） 

第７条 事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようと

するときは、当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められる

ものの意見を聴くように努めるものとする。 

２ 前項の規定は、事業主が有期雇用労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変

更しようとする場合について準用する。この場合において、「短時間労働者」とあるのは、

「有期雇用労働者」と読み替えるものとする。 

 

（不合理な待遇の禁止） 

第８条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそ

れぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・

有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度（以下「職

務の内容」という。）、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待

遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と

認められる相違を設けてはならない。 

 

（通常の労働者への転換） 

第 13条 事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間・有期雇

用労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 
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一 通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等に

より、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を

当該事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に周知すること。 

二 通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当

該配置に係る事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に対して与えること。 

三 一定の資格を有する短時間・有期雇用労働者を対象とした通常の労働者への転換のた

めの試験制度を設けることその他の通常の労働者への転換を推進するための措置を講ず

ること。 

 

（相談のための体制の整備） 

第 16条 事業主は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、そ

の雇用する短時間・有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制

を整備しなければならない。 

 

○高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和 46 年法律第 68 号） 抄 

（高年齢者就業確保措置） 

第 10条の２ 定年（六十五歳以上七十歳未満のものに限る。以下この条において同

じ。）の定めをしている事業主又は継続雇用制度（高年齢者を七十歳以上まで引き続い

て雇用する制度を除く。以下この項において同じ。）を導入している事業主は、その雇

用する高年齢者（第９条第２項の契約に基づき、当該事業主と当該契約を締結した特殊

関係事業主に現に雇用されている者を含み、厚生労働省令で定める者を除く。以下この

条において同じ。）について、次に掲げる措置を講ずることにより、六十五歳から七十

歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならない。ただし、当該事業主が、

労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過

半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を厚

生労働省令で定めるところにより得た創業支援等措置を講ずることにより、その雇用す

る高年齢者について、定年後等（定年後又は継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達

した後をいう。以下この条において同じ。）又は第２号の六十五歳以上継続雇用制度の

対象となる年齢の上限に達した後七十歳までの間の就業を確保する場合は、この限りで

ない。 

一 当該定年の引上げ 

二 六十五歳以上継続雇用制度（その雇用する高年齢者が希望するときは、当該高年齢

者をその定年後等も引き続いて雇用する制度をいう。以下この条及び第 52条第１項

において同じ。）の導入 

三 当該定年の定めの廃止 

２～５ （略）  


